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条 例

新潟市市民活動支援センター条例をここに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３４号

新潟市市民活動支援センター条例

（設 置）

第１条 市民が，営利を目的とせず，不特定多数のもの

の利益の増進に寄与するために行う活動（以下「市民

公益活動」という。）を支援するため，新潟市市民活動

支援センター（以下「センター」という。）を新潟市西

堀前通６番町８９４番地１に設置する。

（事 業）

第２条 センターは，前条に規定する目的を達成するた

めに，次に掲げる事業を行う。

! 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関す

る事業

" 市民公益活動に関する交流の支援に関する事業

# 市民公益活動の相談に関する事業

$ 市民公益活動の研修の機会の提供に関する事業

% センターを市民公益活動に関する利用に供するこ

と。

& その他センターの設置目的を達成するために必要

な事業

（利用者の範囲）

第３条 センター（次項に掲げる施設を除く。）を利用す

ることができるものは，次に掲げるものとする。

! 市民公益活動を行い，又は行おうとするもの

" 前号に掲げるもののほか，市長が適当と認めるも

の

２ 別表に定める施設（以下「有料施設」という。）を利

用することができるものは，前項第１号に該当するも

ののうち，市民公益活動を行うための専用の事務所を

有しないもので，市長が適当と認めるものとする。

（利用の許可）

第４条 有料施設を利用しようとするものは，あらかじ

め市長の許可を受けなければならない。許可を受けた

事項を変更しようとするときも同様とする。

２ 市長は，管理上必要があると認めるときは，前項の

許可に条件を付けることができる。

（利用の制限）

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合

は，センターに入館しようとするものの入館を禁じ，

又は前条の許可をしない。

! 公の秩序を乱し，又は善良な風俗を害するおそれ

があると認められる場合
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有料施設名 単 位 金 額 備 考

事務ブース １ブース１月につき ５，０００円
利用期間に１月に満たない端
数がある場合は，これを１月
として計算する。

" センターの施設，設備又は備品を損傷し，汚損し，

又は亡失するおそれがあると認められる場合

# センターの管理上支障があると認められる場合

（利用期間の制限）

第６条 有料施設は，継続して２年を超えて利用するこ

とができない。ただし，市長が特に認めた場合は，継

続して３年間利用することができる。

（使用料）

第７条 市長は，有料施設の利用の許可を受けたもの（以

下「有料施設利用者」という。）

から別表に掲げる使用料を徴収する。

２ 使用料は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ

当該各号に定める日までに納入しなければならない。

! 利用を開始する日の属する月に係る使用料 利用

を許可する日

" 前号に掲げる月以外の月に係る使用料 当該月の

末日（その日が日曜日，土曜日又は国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たる場合にあってはこれらの日の翌日，１２月３１日

に当たる場合にあっては翌年の１月４日）

（使用料の還付）

第８条 市長は，別に定めるところにより，使用料の全

部又は一部を還付することができる。

（許可外の利用の禁止）

第９条 有料施設利用者は，有料施設をその許可を受け

た目的以外の目的に利用し，又は第三者に利用させる

ことができない。

（行為の禁止）

第１０条 有料施設利用者及びセンター入館者（以下「利

用者等」という。）は，センター内において次に掲げる

行為をしてはならない。ただし，第６号の行為につい

ては，市長の許可を受けた場合は，この限りでない。

! 危険物を持ち込むこと。

" 飲酒をすること。

# 指定された場所以外の場所において飲食し，又は

火気を使用すること。

$ 施設，設備又は備品を損傷すること。

% 他人に迷惑をかける行為

& 物品の販売又は金品の寄付募集をすること。

' 前各号に掲げるもののほか，市長がセンターの管

理上支障があると認める行為

（許可の取消し等）

第１１条 市長は，次の各号のいずれかに該当するものに

対し，利用の許可を取り消し，若しくはその条件を変

更し，又は行為の中止，原状回復若しくはセンターか

らの退去を命じることができる。

! この条例又はこの条例に基づく規則に違反してい

るもの

" この条例の規定による許可に付けた条件に違反し

ているもの

# 偽りその他不正な手段により許可を受けたもの

２ 市長は，センターの管理上の理由により特に必要が

あると認める場合は，利用者等に対し，前項に規定す

る処分をすることができる。

（原状回復）

第１２条 利用者等は，次の各号のいずれかに該当すると

きは，直ちに原状に回復しなければならない。

! センターの利用を終了したとき。

" 許可を取り消されたとき。

# 行為の中止を命じられたとき。

$ 退去を命じられたとき。

（損害賠償）

第１３条 センターの施設，設備又は備品を損傷し，汚損

し，又は亡失したものは，その損害を賠償しなければ

ならない。ただし，市長は，やむを得ない理由がある

と認める場合は，賠償額の全部又は一部を免除するこ

とができる。

（委 任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から起算して３月を越えない

範囲内において規則で定める日から施行する。

（平成１６年度中に利用を開始する場合の利用期間の特

例）

２ 平成１６年度中に有料施設の利用を開始する場合にお

ける第６条の規定の適用については，同条中「２年」

とあるのは「２年に平成１６年度の利用期間を加えた期

間」と，「３年間」とあるのは「３年に平成１６年度の利

用期間を加えた期間」とする。

（準備行為）

３ 利用の許可及びその取消し並びに使用料の徴収及び

還付並びにこれらに関し必要なその他の行為は，この

条例の施行前においても，行うことができる。

別表（第７条関係）

新潟市生涯学習センター条例をここに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３５号
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新潟市生涯学習センター条例

（設 置）

第１条 市民の生涯にわたる学習活動を支援し，もって

豊かな生涯学習社会の実現に寄与するため，新潟市生

涯学習センターを新潟市礎町通３ノ町２０８６番地に設置

する。

（施 設）

第２条 新潟市生涯学習センター（以下「生涯学習セン

ター」という。）に，次に掲げる施設を置く。

! 講座室

" ゼミナール室

# 映像ホール

$ 美術工作室

% 音楽室

& 軽運動室

' 交流ホール

( 多目的ルーム

) 和室

* 調理実習室

+ 情報センター

ア パソコン研修室

イ 情報検索コーナー

ウ 個人学習室

, 図書館

- 駐車場

２ 生涯学習センターは，新潟市公民館条例（昭和３４年

新潟市条例第４４号）により設置する新潟市中央公民館

及び新潟市立図書館条例（昭和３９年新潟市条例第３２

号）により設置する生涯学習センター図書館を併設す

る。

（利用の許可）

第３条 生涯学習センター（情報センター，図書館及び

駐車場を除く。以下「センター」という。）を利用しよ

うとするものは，あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。

２ センターの利用の許可を受けたもの（以下「利用者」

という。）がその許可を受けた事項を変更しようとする

場合は，市長の変更の許可を受けなければならない。

（利用の制限）

第４条 市長は，次の各号の一に該当する場合は，セン

ターの利用を許可しない。

! センターの利用の目的又は内容が，公の秩序又は

善良の風俗に反するおそれがあると認められる場合

" センターの利用の内容又は方法が，施設又は設備

を損傷するおそれがあると認められる場合

# 前２号に掲げるもののほか，市長がセンターの管

理上支障があると認める場合

（利用の取止めの申出）

第５条 利用者は，センターの利用を取り止めようとす

る場合は，市長にその旨を申し出なければならない。

（許可の条件）

第６条 市長は，この条例の規定による許可にセンター

の管理のため必要な範囲において条件を付けることが

できる。

（許可の取消し等）

第７条 市長は，次の各号の一に該当するものに対し，

この条例の規定による許可を取り消し，若しくはその

条件を変更し，又は行為の中止，原状回復若しくは生

涯学習センターからの退去を命じることができる。

! この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

しているもの

" この条例の規定による許可に付けた条件に違反し

ているもの

# 偽りその他不正手段により許可を受けたもの

２ 市長は，生涯学習センターの管理上又は公益上の理

由により特に必要があると認める場合は，利用者及び

生涯学習センターの入場者（以下「利用者等」という。）

に対し，前項に規定する処分をすることができる。

（使用料）

第８条 市長は，センターの利用者から別表第１に掲げ

る使用料を徴収する。

２ 市長は，駐車場を利用する者から別表第２に掲げる

使用料を徴収する。

（使用料の徴収時期）

第９条 センターの使用料は，市長が利用を許可すると

きに徴収する。

２ 駐車場の使用料は，出庫のときに徴収する。

３ 第１項の規定にかかわらず，市長は，特別の理由が

あると認める場合は，別にその使用料の納付期日を定

めることができる。

（使用料の免除）

第１０条 市長は，規則で定める特別の理由があると認め

る場合は，その使用料の全部又は一部を免除すること

ができる。

（使用料の還付等）

第１１条 市長は，第７条第２項の規定によりセンターの

利用の許可を取り消した場合は，その取消しに係る既

納の使用料を還付する。

２ 前項に規定する場合のほか，既納の使用料は還付し

ない。ただし，市長は，利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は，その使用料の全部又は一部を還付

することができる。

! 利用者がその責めに帰すことのできない理由に

よってセンターを利用できなかった場合

" 利用者がセンターの利用の日の３０日前までに第５

条の規定による利用の取止めの申出をした場合
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施設使用料 （単位 円）

施 設 名

使 用 料 の 額

午 前 午 後 １ 午 後 ２ 夜 間

午前９時から
正 午 ま で

午後０時３０分から
午後２時３０分まで

午後３時から
午後５時まで

午後５時３０分から
午後９時３０分まで

３０１講座 室
３０２講座 室
３０３講座 室
３０４講座 室
３０５講座 室
４０１講座 室
４０４講座 室

４００ ３００ ３００ ６００

４０２講座 室
４０３講座 室
４０５講座 室

６００ ４００ ４００ ８００

ゼミナール室 ４００ ３００ ３００ ６００

映像ホール ２，３００ １，９００ １，９００ ５，３００

美術工作室１
美術工作室２

９００ ６００ ６００ １，２００

音 楽 室 １
音 楽 室 ２

１，２００ ８００ ８００ １，６００

軽 運 動 室 ４，５００ ３，０００ ３，０００ ６，０００

交流ホール１
交流ホール２

１，０００ ７００ ７００ １，４００

多目的ルーム１ ６００ ４００ ４００ ８００

多目的ルーム２ １，３００ ９００ ９００ １，８００

和 室 １
和 室 ２

７００ ５００ ５００ １，０００

調理実習室 １，２００ ８００ ８００ １，６００

備 考
１ 午前，午後１，午後２及び夜間の利用時間区分を継続して
使用するときの使用料の額は，各利用時間区分の使用料の
額の合計額とする。

２ 利用時間が上表に規定する利用時間に満たない場合でも
時間割計算は行わない。

３ 上表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合（備
考１に規定する場合を除く。）の使用料の額は，１時間につ
き，その利用が午前９時以前又は正午から午後０時３０分ま
でのときは午前の欄に，午後２時３０分から午後３時までの
ときは午後１の欄に，午後５時から午後５時３０分までのと
きは午後２の欄に，午後９時３０分以降のときは夜間の欄に
それぞれ掲げる額を時間割して計算した額とする。この場
合において，その利用時間に１時間に満たない端数がある

# 前２号に掲げるもののほか，市長が特別の理由が

あると認める場合

３ 市長は，第９条第３項の規定による使用料の納付期

日の決定を受けて，その使用料を納付していない利用

者が前項各号のいずれかに該当する場合は，その使用

料の全部又は一部を徴収しないことができる。

（許可外の利用の禁止）

第１２条 利用者は，センターをその許可を受けた目的以

外の目的に利用し，又は第三者に利用させることがで

きない。

（行為の制限）

第１３条 利用者等は，生涯学習センター内において次に

掲げる行為をしてはならない。

ただし，第２号の行為については，市長の許可を受

けた場合は，この限りでない。

! 他のものに迷惑を与える行為

" 物品の販売その他これに類する行為

# 施設又は設備を損傷する行為

$ 前３号に掲げるもののほか，市長が生涯学習セン

ターの管理上支障があると認める行為

（特別の設備の制限）

第１４条 利用者は，センターの利用に際し特別の設備を

しようとする場合は，あらかじめ，市長の許可を受け

なければならない。

（損害賠償）

第１５条 利用者等は，生涯学習センターの施設又は設備

を損傷し，又は亡失した場合は，その損害を賠償しな

ければならない。ただし，市長は，やむを得ない理由

があると認める場合は，賠償額の全部又は一部を免除

することができる。

（委 任）

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から起算して１０月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 新潟国際友好会館条例（平成１６年新潟市条例第３６

号）第１条に規定する目的に係る利用については，第

８条第１項の規定にかかわらず，当分の間，同項の使

用料は徴収しない。

（準備行為）

３ 利用の許可及びその取消し並びに使用料の徴収，免

除及び還付並びにこれらに関し必要なその他の行為

は，この条例の施行前においても，行うことができる。

（新潟市公民館条例の一部改正）

４ 新潟市公民館条例（昭和３４年新潟市条例第４４号）の

一部を次のように改正する。

第３条第１項の表新潟市中央公民館の項中「新潟市

西堀通６番町８７３番地１」を「新潟市礎町通３ノ町２０８

６番地」に改める。

別表第１（第８条関係）
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ときは，これを１時間に切り上げる。
４ 営利又は宣伝の目的をもって利用する場合の使用料の額
は，上表，備考１及び備考３に規定する使用料の額の２００％
に相当する額とする。

５ 準備，練習等のために映像ホールを利用する場合の使用
料の額は，上表，備考１，備考３及び備考４に規定する使用
料の額の５０％に相当する額とする。

６ 使用料に１円未満の端数金額がある場合は，その端数金
額を切り捨てるものとする。

７ センターの附属設備に係る使用料については，実費等を
勘案して市長が別に定める。

駐車場使用料

区 分 単 位 使 用 料 の 額

駐 車 場 １ 台 ３０分を経過した後３０分ごとに１５０円

備考 利用時間に３０分に満たない端数があるときは，これを３０
分に切り上げる。

区 分 開 館 時 間

月曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時３０分まで

日曜日及び休日 午前９時から午後５時まで

別表第２（第８条関係）

新潟国際友好会館条例をここに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３６号

新潟国際友好会館条例

新潟国際友好会館条例（昭和５６年新潟市条例第２７号）

の全部を改正する。

（設 置）

第１条 市民の国際交流及び国際協力に関する活動の促

進を図るため，新潟国際友好会館を新潟市礎町通３ノ

町２０８６番地に設置する。

（利 用）

第２条 新潟国際友好会館（以下「会館」という。）は，

次に掲げる利用に供する。

! 市民の国際交流及び国際協力に関する行事，集会

及び相談のための利用

" 国際交流，国際協力及び海外事情に関する資料の

閲覧のための利用

２ 会館は，前項の利用に支障のない範囲において，生

涯学習及び社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条

第６号に規定する事業に係る利用その他市長が適当で

あると認める利用に供することができる。

（施 設）

第３条 会館に，次に掲げる施設を置く。

! 講座室

" 相談室

# 国際交流・協力団体共同利用室

（休館日）

第４条 会館の休館日は，次に掲げるとおりとする。た

だし，市長が特に必要があると認める場合は，臨時に

これを変更することができる。

! 毎月の第４月曜日（その日が国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たる場合は，その翌日）

" １２月２９日から翌年１月３日まで

（開館時間）

第５条 会館の開館時間は，次のとおりとする。ただし，

市長が特に必要があると認める場合は，臨時にこれを

変更することができる。

（利用の許可）

第６条 第２条第１項第１号及び同条第２項に規定する

利用については，あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。許可を受けた事項を変更しようとすると

きも同様とする。

（利用の制限）

第７条 市長は，次の各号の一に該当する場合は，会館

の利用を許可しない。

! 会館の利用の目的又は内容が，公の秩序又は善良

の風俗に反するおそれがあると認められる場合

" 会館の利用の内容又は方法が，施設又は設備を損

傷するおそれがあると認められる場合

# 前２号に掲げるもののほか，市長が会館の管理上

支障があると認める場合

（使用料）

第８条 市長は，講座室の利用につき，会館の利用の許

可を受けたもの（以下「利用者」という。）から別表に

掲げる使用料を徴収する。

（使用料の徴収時期）

第９条 使用料は，市長が会館の利用を許可するときに

徴収する。ただし，市長は，特別の理由があると認め

る場合は，別にその使用料の納付期日を定めることが

できる。

（使用料の免除）

第１０条 市長は，規則で定める特別の理由があると認め

る場合は，その使用料の全部又は一部を免除すること

ができる。

（使用料の還付等）

第１１条 市長は，第１５条第２項の規定により会館の利用

の許可を取り消した場合は，その取消しに係る既納の

使用料を還付する。

２ 前項に規定する場合のほか，既納の使用料は還付し

ない。ただし，市長は，利用者が次の各号のいずれか

に該当する場合は，その使用料の全部又は一部を還付
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することができる。

! 利用者がその責めに帰すことのできない理由に

よって会館を利用できなかった場合

" 利用者がその会館の利用の日の３０日前までに第１３

条の規定による利用の取止めの申出をした場合

# 前２号に掲げるもののほか，市長が特別の理由が

あると認める場合

３ 市長は，第９条ただし書の規定による使用料の納付

期日の決定を受けて，その使用料を納付していない利

用者が前項各号のいずれかに該当する場合は，その使

用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

（行為の制限）

第１２条 利用者及び会館の入場者（以下「利用者等」と

いう。）は，会館内において次に掲げる行為をしてはな

らない。ただし，第２号の行為については，市長の許

可を受けた場合は，この限りでない。

! 他のものに迷惑を与える行為

" 物品の販売その他これに類する行為

# 施設又は設備を損傷する行為

$ 前３号に掲げるもののほか，市長が会館の管理上

支障があると認める行為

（利用の取止めの申出）

第１３条 利用者は，会館の利用を取り止めようとする場

合は，市長にその旨を申し出なければならない。

（許可の条件）

第１４条 市長は，この条例の規定による許可に会館の管

理のため必要な範囲において条件を付けることができ

る。

（許可の取消し等）

第１５条 市長は，次の各号の一に該当するものに対し，

この条例による許可を取り消し，若しくはその条件を

変更し，又は行為の中止，原状回復若しくは会館から

の退去を命じることができる。

! この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

しているもの

" この条例の規定による許可に付けた条件に違反し

ているもの

# 偽りその他不正手段により許可を受けたもの

２ 市長は，会館の管理上又は公益上の理由により特に

必要があると認める場合は，利用者等に対し，前項に

規定する処分をすることができる。

（許可外の利用の禁止）

第１６条 利用者は，会館をその許可を受けた目的以外の

目的に利用し，又は第三者に利用させることができな

い。

（特別の設備の制限）

第１７条 利用者は，会館の利用に際し特別の設備をしよ

うとする場合は，あらかじめ市長の許可を受けなけれ

ばならない。

（損害賠償）

第１８条 利用者等は，会館の施設又は設備を損傷し，又

は亡失した場合は，その損害を賠償しなければならな

い。ただし，市長は，やむを得ない理由があると認め

る場合は，賠償額の全部又は一部を免除することがで

きる。

（指定管理者による管理）

第１９条 市長は，会館の設置の目的を効果的に達成する

ため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第３項の規定により，法人その他の団体であって，市

が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に会館

の管理を行わせる。

（指定管理者の指定の手続）

第２０条 会館の指定管理者の指定を受けようとするもの

は，事業計画書その他規則で定める書類を添えて市長

に申請しなければならない。

２ 市長は，前項の規定により申請をしたもののうち，

提出された事業計画書等により，次に掲げる基準に最

も適合していると認めるものを，会館の指定管理者と

して指定するものとする。

! 会館の平等利用が確保されること。

" 施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費

の縮減が図られるものであること。

# 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有し

ていること。

$ 市民の国際交流及び国際協力に関する活動に対し

て先導的な役割を果たしつつ，それらの活動の総合

的な調整を行うことが可能であること。

（指定管理者の業務の範囲）

第２１条 指定管理者が行う業務の範囲は，次のとおりと

する。

! 休館日又は開館時間の変更に関する業務。ただ

し，休館日又は開館時間を変更する場合は，あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。

" 開館の利用の許可に関する業務

# 使用料の納付期日を定める業務

$ 使用料の免除に関する業務

% 許可の条件に関する業務

& 第１５条の規定による許可の取消し等に関する業務

' 開館の施設及び設備の維持管理に関する業務

( その他開館の管理上，市長が必要と認める業務

（秘密を守る義務）

第２２条 指定管理者の役員及び職員は，業務上知り得た

秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

（個人情報の取扱い）

第２３条 指定管理者は，個人に関する情報（以下「個人
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施設使用料 （単位 円）

施 設 名

使 用 料 の 額

午 前 午 後 １ 午 後 ２ 夜 間

午前９時から
正 午 ま で

午後０時３０分から
午後２時３０分まで

午後３時から
午後５時まで

午後５時３０分から
午後９時３０分まで

２０１講座 室 ４００ ３００ ３００ ６００

２０２講座 室
３０６講座 室
３０７講座 室
３０８講座 室
３０９講座 室

３００ ２００ ２００ ４００

備 考
１ 午前，午後１，午後２及び夜間の利用時間区分を継続して
使用するときの使用料の額は，各利用時間区分の使用料の
額の合計額とする。

２ 利用時間が上表に規定する利用時間に満たない場合でも
時間割計算は行わない。

３ 上表に規定する利用時間以外の時間に利用する場合（備
考１に規定する場合を除く。）の使用料の額は，１時間につ
き，その利用が午前９時以前又は正午から午後０時３０分ま
でのときは午前の欄に，午後２時３０分から午後３時までの
ときは午後１の欄に，午後５時から午後５時３０分までのと
きは午後２の欄に，午後９時３０分以降のときは夜間の欄に
それぞれ掲げる額を時間割して計算した額とする。この場
合において，その利用時間に１時間に満たない端数がある
ときは，これを１時間に切り上げる。

４ 営利又は宣伝の目的をもって利用する場合の使用料の額
は，上表，備考１及び備考３に規定する使用料の額の２００％
に相当する額とする。

５ 使用料に１円未満の端数金額がある場合は，その端数金
額を切り捨てるものとする。

６ 会館の附属設備に係る使用料については，実費等を勘案
して市長が別に定める。

情報」という。）の漏えいの防止その他の個人情報の適

切な管理のために必要な措置を講じなければならな

い。

２ 指定管理者の役員及び職員は，業務上知り得た個人

情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用

してはならない。その職を退いた後も同様とする。

（委 任）

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から起算して１０月を超えない

範囲内において規則で定める日から施行する。

（経過措置）

２ 第１条に規定する目的及び社会教育法第２２条第６号

に規定する事業に係る利用については，第８条の規定

にかかわらず，当分の間，使用料を徴収しない。

３ この条例の規定により最初に指定管理者の指定をす

る場合においては，市長は，第２０条の規定にかかわら

ず，この条例の施行の際現に改正前の新潟国際友好会

館条例第７条の規定により管理に関する事務を受託し

ている者（以下「受託者」という。）から提出された事

業計画書その他規則で定める書類を審査し，受託者が

会館の設置の目的を最も効果的に達成することができ

ると認めるときは，受託者を指定管理者として指定す

ることができる。

（準備行為）

４ 指定管理者の指定，指定管理者による利用の許可及

びその取消し並びに使用料の徴収，免除及び還付並び

にこれらに関し必要なその他の行為は，この条例の施

行前においても，行うことができる。

別表（第８条関係）

新潟市地区事務所設置条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３７号

新潟市地区事務所設置条例の一部を改正する条

例

新潟市地区事務所設置条例（昭和３９年新潟市条例第７２

号）の一部を次のように改正する。

第２項の表新潟市東地区事務所の項中「松崎」の次に

「，新松崎１丁目から３丁目まで」を加える。

附 則

この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０

条第２項の規定により新潟県知事がした告示の効力が発

生した日から施行する。

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市条例第３８号

新潟市特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例

新潟市特別職の職員の給与に関する条例（昭和３２年新

潟市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。

５ 平成１６年１０月１日から平成１６年１１月３０日までの間，

市長の俸給月額については，第２条第１号の規定にか

かわらず，同号の規定により支給されることとなる額

8 平成１６年１１月１５日 第７４１号 新 潟 市 公 報



「

ド

ラ

イ

機

溶剤の種類
ゾール・パーク・ニタン・フッ素 溶

剤
の
保
管

保
管
場
所

屋外・屋内
屋根

有・無

メーカー・型式 区画
（ ㎡）有・無

床面材質

能力
㎏

容
器
種類・材質 容量

l

フィルターの種類
パウダー・カートリッジ・その他

廃
棄
物
の
処
理

保
管
場
所

屋外・屋内
屋根

有・無

排液処理装置のメーカー・型式 区画
（ ㎡）有・無

床面材質

排液処理装置の処理方式
活性炭・ばつ気・ばつ気＋活性炭

容
器
種類・材質 容量

l

蒸気回収装置
有 ・ 無

委託処理業者

」

「

ド

ラ

イ

機

溶剤の種類
ゾール・パーク・
その他（ ）

溶
剤
の
保
管

場
所

屋外・屋内
（屋外の場合：
屋根 有・無）

床面材質

メーカー・型式 容
器
種類・材質

能力
㎏ 廃
棄
物
の
保
管

場
所

屋外・屋内
（屋外の場合：
屋根 有・無）

床面材質

フィルターの種類
パウダー・カートリッジ・
その他（ ）

溶剤蒸気回収装置
有 ・ 無

容
器
種類・材質

排
液
処
理
装
置

メーカー・型式 廃棄物委託業者名

処理方式
活性炭・ばつ気・ばつ気＋活性

炭・その他（ ）
」

から，その額の１００分の１０に相当する額を減じた額とす

る。ただし，手当の計算の基礎となる俸給月額は，同

号に規定する額とする。

附 則

この条例は，平成１６年１０月１日から施行する。

規 則

クリーニング業法施行細則の一部改正する規則をここ

に公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４０号

クリーニング業法施行細則の一部を改正する規

則

クリーニング業法施行細則（昭和２５年新潟市規則第２６

号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「第１条の２第１項」を「第１条の３

第１項」に改め，同条第３項中「それぞれ」を削り，「別

記様式第２号」の次に「又は別記様式第２号の２」を加

え，同項を同条第４項とし，同条第２項中「第１条の２

第２項」を「第１条の３第３項」に改め，「別記様式第２

号」の次に「又は別記様式第２号の２」を加え，同項を

同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 省令第１条の３第２項の規定による営業の届出は，

別記様式第１号の２によりしなければならない。

第５条第２項中「検査確認済証」の次に「その他同項

に規定する検査及び確認をしたことを証する書類」を加

える。

別記様式第１号（裏）中

を

に改め，同様式添付書類３中「クリーニング師の」の次

に「ある場合はその」を加え，

「４ 指定洗濯物を取り扱う場合は，その他市長が必要

と認める書類」

を

「４ 無店舗取次店を営業している場合には，無店舗取

次店ごとの名称，業務用車両の保管場所及び自動車

登録番号又は車両番号，従事者数並びにクリーニン

グ師のある場合はその氏名を記載した書類

５ 指定洗濯物を取り扱う場合は，その他市長が必要

と認める書類」

に改める。

別記様式第１号の次に次の１様式を加える。
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無
店
舗
取
次
店
営
業
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

営
業
者
本
籍
（
法
人
に
あ
つ
て
は
不
要
）

住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

生
年
月
日

年
月

日

電
話

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

無
店
舗
取
次
店
の
名
称

連
絡
先
電
話

営
業

区
域

営
業

方
法

指
定
洗
濯
物
の
取
扱
い

有
・

無

従
事

者
数

人

営
業
開
始
予
定
年
月
日

年
月

日

業 務 用 車 両

自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号

車
両
の
保
管
場
所

注
業
務
用
車
両
が
複
数
の
場
合
は
，
車
両
ご
と
に
別
葉
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

業
務
用
車
両
の
構
造
の
概
要
図

注
業
務
用
車
両
が
複
数
の
場
合
は
，
車
両
ご
と
に
別
葉
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

添
付
書
類

１
業
務
用
車
両
の
自
動
車
検
査
証
の
写
し

２
従
事
者
の
中
に
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
，
そ
の
本
籍
，
住
所
，
氏
名
，
生
年
月

日
，
登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日
を
記
載
し
た
書
類

３
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
を
営
業
し
て
い
る
場
合
に
は
，
店
舗
ご
と
の
名
称
，
所
在
地
，
従
事
者

数
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
そ
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

４
他
に
無
店
舗
取
次
店
を
営
業
し
て
い
る
場
合
に
は
，
無
店
舗
取
次
店
ご
と
の
名
称
，
業
務

用
車
両
の
保
管
場
所
及
び
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
，
従
事
者
数
並
び
に
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
師
の
あ
る
場
合
は
そ
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
類

５
指
定
洗
濯
物
を
取
り
扱
う
場
合
は
，
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類

６
車
両
以
外
の
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
，
そ
の
概
要
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類

別
記
様
式
第
１
号
の
２
（
第
２
条
関
係
）

（
表
）

（
裏
）
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「
承継したクリーニ
ング所

名 称

所在地 新潟市
」

「

□
承継したクリー
ニング所

名 称

所在地 新潟市

□
承継した無店舗
取次店

名 称

車両の保管場所

自動車登録番号又は車両番号

注 該当する事項の□の中にレ印を記入してください。 」

「

合併又は分割により
消 滅 し た 法 人

名 称

所在地

代表者の氏名

合併又は分割年月日 年 月 日

ク リ ー ニ ン グ 所
名称

所在地 新潟市
」

別記様式第２号中「クリーニング所変更等届出書」を

「クリーニング所（変更・停止・再開・廃止）届出書」

に，「第５条第２項」を「第５条第３項」に，「第２条第

３項」を「第２条第４項」に改め，同様式の次に次の１

様式を加える。

別記様式第３号中「営業者」を「届出者」に改め，

を

に，

「３ 他にクリーニング所を営業している場合には，そ

の名称，所在地，業務従事者数及びクリーニング師

の氏名を記載した書類」

を

「３ 他にクリーニング所を営業している場合には，そ

の名称，所在地，業務従事者数及びクリーニング師

のある場合はその氏名を記載した書類

４ 他に無店舗取次店を営業している場合には，無店

舗取次店ごとの名称，業務用車両の保管場所及び自

動車登録番号又は車両番号，従事者数並びにクリー

ニング師のある場合はその氏名を記載した書類」

に改める。

別記様式第４号中「クリーニング所」を「（クリーニン

グ所・無店舗取次店）」に改める。

別記様式第５号中

無
店
舗
取
次
店
（
変
更
・
停
止
・
再
開
・
廃
止
）
届
出
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

営
業
者
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
５
条
第
３
項
及
び
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
第
２
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

無
店
舗
取
次
店
の
名
称

□ 届 出 事 項 の 変 更

変
更

事
項

（
新
）

（
旧
）

変
更
年
月
日

年
月

日

□ 停 止
停

止
期

間
年

月
日
か
ら

年
月

日
ま
で

□ 再 開
再
開
年
月
日

年
月

日

□ 廃 止
廃
止
年
月
日

年
月

日

注
該
当
す
る
届
出
事
項
の
□
の
中
に
レ
印
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

添
付
書
類

１
業
務
用
車
両
を
変
更
し
た
場
合
は
，
自
動
車
検
査
証
の
写
し

２
業
務
用
車
両
の
構
造
を
変
更
し
た
場
合
は
，
構
造
の
概
要
図

別
記
様
式
第
２
号
の
２
（
第
２
条
関
係
）
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「

合併により消滅した法
人又は分割前の法人

名 称

所在地

代表者の氏名

合併又は分割年月日 年 月 日

□
承継したクリーニ
ング所

名 称

所在地 新潟市

□
承継した無店舗取
次店

名 称

車両の保管場所

自動車登録番号又は車両番号

注 該当する事項の□にレ印を記入してください。 」

開館時間 午前９時から午後１０時まで

休館日 １２月２９日から翌年１月３日まで

還付できる場合 還 付 す る 金 額

天災その他有料施設の利用の許可を受
けたもの（以下「有料施設利用者」と
いう。）の責めによらない事由により利
用不能となった場合

１ 左欄の事由が発生した日又は利用
が再び可能となった日の属する月の
月分の使用料の還付額 日割計算に
よって得た額

を

に，

「２ 他にクリーニング所を営業している場合には，そ

の名称，所在地，業務従事者数及びクリーニング師

の氏名を記載した書類」

を

「２ 他にクリーニング所を営業している場合には，そ

の名称，所在地，業務従事者数及びクリーニング師

のある場合はその氏名を記載した書類

３ 他に無店舗取次店を営業している場合には，無店

舗取次店ごとの名称，業務用車両の保管場所及び自

動車登録番号又は車両番号，従事者数並びにクリー

ニング師のある場合はその氏名を記載した書類」

に改める。

附 則

この規則は，平成１６年１０月１日から施行する。

新潟市市民活動支援センター条例施行規則をここに公

布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４１号

新潟市市民活動支援センター条例施行規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市市民活動支援センター条例

（平成１６年新潟市条例第３４号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（開館時間及び休館日）

第２条 新潟市市民活動支援センター（以下「センター」

という。）の開館時間及び休館日は，別表第１のとおり

とする。ただし，市長が特に必要があると認めるとき

は，臨時にこれらを変更することができる。

（利用者の範囲）

第３条 条例第３条第２項の市長が適当と認めるものと

は，次の各号のいずれにも該当する団体とする。

! 市内に主たる活動拠点を有する団体で，市内に居

住し，在勤し，又は在学する者１０名以上の構成員を

有すること。

" 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第

２条第２項第２号に規定する団体

# 特定非営利活動促進法第１２条第１項第３号イ及び

ロに規定する団体でないこと。

（利用の許可申請等）

第４条 条例第４条第１項前段の規定により有料施設の

利用の許可を受けようとするもの（以下「申請者」と

いう。）は，別記様式第１号による利用許可申請書を市

長に提出しなければならない。

２ 申請者は，２以上の有料施設の利用を申請すること

ができない。

３ 条例第４条第１項後段の規定により，利用の変更の

許可を受けようとするものは，別記様式第２号による

利用変更許可申請書を市長に提出しなければならな

い。

（許可書の交付）

第５条 市長は，有料施設の利用の許可を決定したとき

は，別記様式第３号による利用許可書を申請者に交付

するものとする。

２ 市長は，有料施設の利用の変更の許可を決定したと

きは，別記様式第４号による利用変更許可書を申請者

に交付するものとする。

（使用料の還付）

第６条 条例第８条の規定による使用料の還付は，別表

第２の定めるところにより行うものとする。

２ 条例第８条の規定により使用料の還付を受けようと

するものは，別記様式第５号による使用料還付申請書

を市長に提出しなければならない。

（その他）

第７条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，条例の施行の日から施行する。

別表第１（第２条関係）

別表第２（第６条関係）
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２ 左欄の事由による利用不能に係る
月のうち１に掲げる月以外の月の月
分の使用料の還付額 納付済みの使
用料の全額

有料施設利用者がその利用を開始する
日の前日までに利用の取止めを申し出
た場合において，市長がこれについて
相当の事由があると認めたとき。

納付済みの使用料の全額

事務ブースの利用を開始したものが当
該事務ブースの利用を中止しようとす
る場合において，市長がこれについて
相当の事由があると認めたとき。

利用を中止しようとする日が属する月
の翌月以降の月の月分の使用料のうち
納付済みの使用料の全額

市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

新
潟
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
有
料
施
設
利
用
許
可
申
請
書 年

月
日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

所
在
地

申
請
者
団
体
名

代
表
者
名

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
有
料
施
設
の
利
用
の
申
請
を
し
ま
す
。

記

利
用
目
的

利
用
施
設

事
務
ブ
ー
ス
（
ブ
ー
ス
番
号

）

利
用
期
間

年
月

日
～

年
月

日

使
用
料
（
月
額
）

円

別
記
様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
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新
潟
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
有
料
施
設
利
用
変
更
許
可
申
請
書 年

月
日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

所
在
地

申
請
者
団
体
名

代
表
者
名

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
有
料
施
設
の
利
用
の
変
更
を
申
請
し
ま
す
。

記

許
可
年
月
日
・
番
号

年
月

日
第

号

変
更
事
項
及
び
変
更
理
由

利
用
目
的

利
用
施
設

事
務
ブ
ー
ス
（
ブ
ー
ス
番
号

）

利
用
期
間

年
月

日
～

年
月

日

使
用
料
（
月
額
）

円

新
潟
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
有
料
施
設
利
用
許
可
書

第
号

年
月

日

新
潟
市
長

様

下
記
の
と
お
り
利
用
を
許
可
し
ま
す
。

記

利
用
目
的

利
用
施
設

事
務
ブ
ー
ス
（
ブ
ー
ス
番
号

）

利
用
期
間

年
月

日
～

年
月

日

使
用
料
（
月
額
）

円

利
用
許
可
の
条
件
等

別
記
様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
３
号
（
第
５
条
関
係
）
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新
潟
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
有
料
施
設
利
用
変
更
許
可
書 第

号

年
月

日

新
潟
市
長

様

下
記
の
と
お
り
利
用
の
変
更
を
許
可
し
ま
す
。 記

許
可
年
月
日
・
番
号

年
月

日
第

号
の
変
更

変
更
事
項
及
び
変
更
理
由

利
用
目
的

利
用
施
設

事
務
ブ
ー
ス
（
ブ
ー
ス
番
号

）

利
用
期
間

年
月

日
～

年
月

日

使
用
料
（
月
額
）

円

利
用
許
可
の
条
件
等

新
潟
市
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
有
料
施
設
使
用
料
還
付
申
請
書 年

月
日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

所
在
地

申
請
者
団
体
名

代
表
者
名

印

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
有
料
施
設
の
使
用
料
の
還
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

納
入
年
月
日

年
月

日
納
入
済
額

円

還
付
申
請
額

円
還
付
申
請
額
の

内
訳

還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
理
由

還
付
方
法

!
現
金
払
い

!
口
座
払
い

金
融
機
関
：

銀
行

支
店

預
金
種
別
：

!
普
通

!
当
座

口
座
番
号
：

別
記
様
式
第
４
号
（
第
５
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
号
（
第
６
条
関
係
）
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特別の理由 使用料を免除する額

１ 市が主催する事業に利用する場合 全額

２ その他特に市長が必要と認める場合 その都度市長が定める額

還付する場合 還付する額

１

利用者がその責めに帰すことのでき
ない理由によって新潟市生涯学習セ
ンター（以下「センター」という。）
を利用できなかった場合

使用料の額に相当する額

２
利用者がセンターの利用の日の３０日
前までに利用の取止めの申出をした
場合

３ 市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

新潟市生涯学習センター条例施行規則をここに公布す

る。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４２号

新潟市生涯学習センター条例施行規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市生涯学習センター条例（平

成１６年新潟市条例第３５号。以下「条例」という。）の施

行に関し必要な事項を定めるものとする。

（設備の使用料の額）

第２条 条例別表第１備考７に規定する実費等を勘案し

て市長が別に定める附属設備に係る使用料の額は，別

表に掲げるとおりとする。

（使用料納付期日決定の申請等）

第３条 条例第９条第３項の規定により別に使用料の納

付期日の決定を受けようとするものは，別記様式第１

号による使用料納付期日決定申請書を市長に提出しな

ければならない。

２ 市長は，前項の規定により使用料納付期日決定申請

書が提出された場合において，特別の理由があると認

めるときは，別記様式第２号による使用料納付期日決

定通知書により申請者に通知するものとする。

（使用料の免除）

第４条 条例第１０条に規定する規則で定める特別の理由

があると認める場合とは，次の表の左欄に掲げる場合

とし，それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用

料を免除することができる。

２ 条例第１０条の規定により使用料の免除を受けようと

するものは，別記様式第３号による使用料免除申請書

を市長に提出しなければならない。

３ 市長は，前項の規定により使用料免除申請書が提出

された場合において，使用料の免除を決定したとき

は，別記様式第４号による使用料免除決定通知書によ

り申請者に通知するものとする。

（使用料の還付等）

第５条 条例第１１条第２項ただし書の規定による使用料

の還付は，次の表の定めるところにより行うものとす

る。

２ 条例第１１条第２項ただし書の規定により使用料の還

付を受けようとするものは，別記様式第５号による使

用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

３ 市長は，前項の規定により使用料還付申請書が提出

された場合において，使用料の還付を決定したとき

は，別記様式第６号による使用料還付決定通知書によ

り申請者に通知するものとする。

（徴収委託）

第６条 市長は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により，私人にセンターの使

用料の徴収の事務を委託すること（以下「徴収委託」

という。）ができる。

（徴収事務委託証）

第７条 市長は，前条の規定により徴収委託をした者（以

下「受託者」という。）に別記様式第７号による生涯学

習センター使用料徴収事務委託証（以下「委託証」と

いう。）を交付するものとする。

（徴収委託の告示及び公表）

第８条 市長は，第６条の規定により徴収委託をした場

合は，その旨を新潟市公告式条例（昭和２５年新潟市条

例第３７号）第２条第２項に定める掲示場に掲示して告

示し，かつ，市公報への登載その他の方法により公表

しなければならない。

（受託者の領収証書の交付）

第９条 受託者は，徴収委託を受けた使用料を徴収した

場合は，領収証書を納入義務者に交付しなければなら

ない。

（徴収した使用料の払込み）

第１０条 受託者は，徴収した使用料をその徴収した日の

翌日（その日が休館日（新潟市長から委任を受けた新

潟市生涯学習センターの管理に関する規則（平成１６年

新潟市教育委員会規則第１４号）第６条に規定する休館

日をいう。）又は日曜日，土曜日若しくは国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に

当たるときは，これらの日の翌日）までに収入役又は

指定金融機関，指定代理金融機関若しくは収納代理金

融機関に払い込まなければならない。

（徴収委託の解除）
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附属設備の使用料 （単位 円）

設 備 名 単位 利用区分 使用料の額

映像ホール

音響セット １式 １回 １，９００

リア式プロジェクターセット １式 １回 １，９００

ピアノ １台 １回 ５００

持込み機器用電源 １KW １回 ２００

交流ホール
音響セット １式 １回 ９００

昇降式プロジェクターセット １式 １回 ８００

４０２講座室 放送設備セットＡ １式 １回 ２００

４０３講座室 放送設備セットＢ １式 １回 ３００

４０４講座室 固定式プロジェクターセット １式 １回 ８００

軽 運 動 室 放送設備セットＣ １式 １回 ２００

音 楽 室 １
音 楽 室 ２ ピアノ １台 １回 ５００

各 室 共 通

資料投影機 １台 １回 ４００

コピー黒板 １台 １回 ２００

可搬式プロジェクターセット １式 １回 ８００

オーバーヘッドプロジェクター １台 １回 １００

ワイヤレスアンプ １台 １回 １００

展示パネル １台 １回 １００

備考
１ 上表中「１回」とは，午前９時から正午まで，午後０時
３０分から午後２時３０分まで，午後３時から午後５時まで及
び午後５時３０分から午後９時３０分までのそれぞれの利用時
間をいう。

２ 次の!から&までに掲げる利用時間に係る使用料の額
は，それぞれ!から&までに掲げる額とする。
! 午前９時から午後２時３０分まで １回の額の２倍の額
" 午後０時３０分から午後５時まで １回の額の２倍の額
# 午後３時から午後９時３０分まで １回の額の２倍の額
$ 午前９時から午後５時まで １回の額の３倍の額
% 午後０時３０分から午後９時３０分まで １回の額の３倍
の額

& 午前９時から午後９時３０分まで １回の額の４倍の額
３ 利用時間が備考１及び備考２に規定する利用時間に満た
ない場合でも時間割計算は行わない。

４ 備考１に規定する利用時間以外の時間に利用する場合
（備考２に規定する場合を除く。）の使用料の額は，１時間
につき，１回の額の３０％に相当する額とする。この場合に
おいて，その利用時間に１時間未満の端数の時間があると
きは，その端数の時間は１時間として計算する。

第１１条 市長は，次の各号の一に該当する場合は，徴収

委託を解除するものとする。

! 受託者が不正な行為をした場合

" 受託者が市長又は収入役の指示に従わなかった場

合

# 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合

$ その他市長が徴収委託をすることが不適当である

と認めた場合

２ 前項の規定により徴収委託を解除された者は，直ち

に市長に委託証を返納しなければならない。

３ 第８条の規定は，第１項の規定により徴収委託を解

除した場合に準用する。

（その他）

第１２条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，条例の施行の日から施行する。ただし，

附則第２項の規定は，公布の日から施行する。

（新潟市事務委任規則の一部改正）

２ 新潟市事務委任規則（昭和４４年新潟市規則第３１号）

の一部を次のように改正する。

別表第３ １に次の１項を加える。

１３ 新潟市生涯学習センターの管理及び運営に関する

こと（使用料の徴収に関することを除く。）。

別表（第２条関係）
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新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
納
付
期
日
決
定
申
請
書 年

月
日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
納
付
期
日
の
決
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
付
希
望
日

年
月

日
金

額
円

金
額
の
内
訳

納
付
期
日
の
決
定
を

必
要
と
す
る
理
由

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
，
納
付
期
日
を
決
定
し

て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

納
付
期
日
：

年
月

日

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
納
付
期
日
決
定
通
知
書 第

号

年
月

日

様

新
潟
市
長

下
記
の
と
お
り
納
付
期
日
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
付
期
日

年
月

日
金

額
円

金
額
の
内
訳

別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）
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新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
申
請
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
免
除
を
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

使
用
料
の
内
訳

免
除
前
の
額

円
免
除
申
請
額

円

免
除
を
必
要
と
す

る
理
由

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

免
除
の
理
由

"
市
の
主
催
事
業

"
そ
の
他
（

）

免
除
額
の
算
出

上
記
の
と
お
り
，
使
用
料
を
免
除
し
て

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

免
除
前
の
額
：

円

免
除
額
：

円

免
除
後
の
額
：

円

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
免
除
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

新
潟
市
長

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
免
除
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

使
用
料
の
内
訳

免
除
前
の
額

円
免
除
額

円

免
除
後
の
額

円

免
除
の
理
由

"
市
の
主
催
事
業

"
そ
の
他
（

）

免
除
額
の
算
出

別
記
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）
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新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
還
付
申
請
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
） 印

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
還
付
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
入
年
月
日

年
月

日
納
入
済
額

円

還
付
申
請
額

円
還
付
申
請

額
の
内
訳

還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
理
由

還
付
方
法

"
銀
行
窓
口
払
い

"
口
座
払
い

金
融
機
関
：

銀
行

支
店

預
金
種
別
：

"
普
通

"
当
座

口
座
番
号
：

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

還
付
の
理
由
及
び
額
の
算
出

上
記
の
と
お
り
，
使
用
料
の
還
付
を
し
て

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

許
可
：

年
月

日

決 裁

許
可
番
号
：

第
号

納
付
済
額
：

円

還
付
額
：

円

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
還
付
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

新
潟
市
長

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
還
付
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
入
年
月
日

年
月

日
納
入
済
額

円

還
付

額
円
還
付
額
の

内
訳

還
付
の
理
由

還
付
方
法

"
銀
行
窓
口
払
い

"
口
座
払
い

金
融
機
関
：

銀
行

支
店

預
金
種
別
：

"
普
通

"
当
座

口
座
番
号
：

別
記
様
式
第
５
号
（
第
５
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
５
条
関
係
）
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利用区分 受付期間

国際交流及び国際協力に関する活動のため
の利用

利用開始日の３月前の日が属す
る月の初日から利用開始日の３
日前まで

国際交流及び国際協力に関する活動以外の
活動のための利用

利用開始日の２月前の日が属す
る月の初日から利用開始日の３
日前まで

新潟国際友好会館条例施行規則をここに公布する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４３号

新潟国際友好会館条例施行規則

新潟国際友好会館条例施行規則（昭和５６年新潟市規則

第４７号）の全部を改正する。

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟国際友好会館条例（平成１６年

新潟市条例第３６号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

（利用の許可申請）

第２条 条例第６条前段の規定により新潟国際友好会館

（以下「会館」という。）の利用の許可を受けようとす

るものは，別記様式第１号による利用許可申請書を指

定管理者に提出しなければならない。

２ 前項に規定する利用許可申請書の受付期間は，次の

表に定めるとおりとする。ただし，指定管理者が特別

の理由があると認める場合は，この限りでない。

（利用の変更許可申請等）

第３条 条例第６条の規定により会館の利用の変更の許

可を受けようとするもの又は条例第１３条の規定により

会館の利用の取止めの申出をしようとするものは，別

記様式第２号による利用変更許可申請書兼利用取止申

出書を指定管理者に提出しなければならない。

（許可書の交付）

第４条 指定管理者は，会館の利用を許可する場合は，

別記様式第３号による利用許可書を交付する。

２ 指定管理者は，会館の利用の変更を許可する場合

は，別記様式第４号による利用変更許可書を交付す

る。

（許可書の提示）

第５条 会館の利用の許可（変更の許可を含む。）を受け

たもの（以下「利用者」という。）は，会館を利用しよ

第
号

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
使
用
料
徴
収
事
務
委
託
証

氏
名
又
は
名
称

上
記
の
者
に
新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
こ
と
を

証
明
す
る
。

有
効
期
限

年
月

日
ま
で

年
月

日

新
潟
市
長

印

別
記
様
式
第
７
号
（
第
７
条
関
係
）
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特別の理由 使用料を免除する額

１ 市が主催する事業に利用する場合 全額

２ その他特に市長が必要と認める場合 その都度市長が定める額

還付する場合 還付する額

１
利用者がその責めに帰すことのでき
ない理由によって会館を利用できな
かった場合 使用料の額に相当する額

２
利用者が会館の利用の日の３０日前ま
でに利用の取止めの申出をした場合

３ 市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額

うとする場合は，その利用許可書（変更の許可を受け

たものにあっては利用変更許可書）を指定管理者に提

示しなければならない。

（設備の使用料の額）

第６条 条例別表備考６に規定する実費等を勘案して市

長が別に定める附属設備に係る使用料の額は，別表に

掲げるとおりとする。

（使用料納付期日決定の申請等）

第７条 条例第９条ただし書の規定により別に使用料の

納付期日の決定を受けようとするものは，別記様式第

５号による使用料納付期日決定申請書を指定管理者に

提出しなければならない。

２ 指定管理者は，前項の規定により使用料納付期日決

定申請書が提出された場合において，特別の理由があ

ると認めるときは，別記様式第６号による使用料納付

期日決定通知書により申請者に通知するものとする。

（使用料の免除）

第８条 条例第１０条に規定する規則で定める特別の理由

があると認める場合とは，次の表の左欄に掲げる場合

とし，それぞれ同表の右欄に定めるところにより使用

料を免除することができる。

２ 条例第１０条の規定により使用料の免除を受けようと

するものは，別記様式第７号による使用料免除申請書

を指定管理者に提出しなければならない。

３ 指定管理者は，前項の規定により使用料免除申請書

が提出された場合において，使用料の免除を決定した

ときは，別記様式第８号による使用料免除決定通知書

により申請者に通知するものとする。ただし，第１項

の表２の項の規定を適用しようとする場合は，あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。

（使用料の還付等）

第９条 条例第１１条第２項ただし書の規定による使用料

の還付は，次の表の定めるところにより行うものとす

る。

２ 条例第１１条第２項ただし書の規定により使用料の還

付を受けようとするものは，別記様式第９号による使

用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

３ 市長は，前項の規定により使用料還付申請書が提出

された場合において，使用料の還付を決定したとき

は，別記様式第１０号による使用料還付決定通知書によ

り申請者に通知するものとする。

（届 出）

第１０条 利用者は，次の各号のいずれかに該当する場合

は，直ちに指定管理者にその旨を届け出なければなら

ない。

! 会館の利用を終了した場合

" 会館の施設又は設備を損傷した場合

# 会館において災害その他事故が発生した場合

（原状回復）

第１１条 利用者は，次の各号のいずれかに該当する場合

は，直ちに原状に回復しなければならない。

! 会館の利用を終了した場合

" 会館の利用の許可を取り消された場合

# 会館からの退去又は行為の中止を命ぜられた場合

（指定管理者の指定の申請）

第１２条 指定管理者の指定を受けようとするものは，別

記様式第１１号による指定管理者指定申請書により，市

長に申請しなければならない。

２ 条例第２０条第１項に規定する規則で定める書類は，

次に掲げるものとする。

! 定款，寄付行為又はこれらに準ずるもの

" 役員名簿

# 経営状況に関する書類

$ 納税を証する書類

% その他市長が必要と認める書類

（徴収委託）

第１３条 市長は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により，指定管理者に使用料

の徴収の事務を委託すること（以下「徴収委託」とい

う。）ができる。

（徴収事務委託証）

第１４条 市長は，前条の規定により徴収委託をしたもの

（以下「受託者」という。）に別記様式第１２号による新

潟国際友好会館使用料徴収事務委託証（以下「委託証」

という。）を交付するものとする。

（徴収委託の告示及び公表）

第１５条 市長は，第１３条の規定により徴収委託をした場

合は，その旨を新潟市公告式条例（昭和２５年新潟市条

例第３７号）第２条第２項に定める掲示場に掲示して告

示し，かつ，市公報への登載その他の方法により公表

しなければならない。

（受託者の領収証書の交付）
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附属設備の使用料表 （単位 円）

設 備 名 単位 利用区分 使用料の額

各 室 共 通

資料投影機 １台 １回 ４００

コピー黒板 １台 １回 ２００

可搬式プロジェクターセット １式 １回 ８００

オーバーヘッドプロジェクター １台 １回 １００

ワイヤレスアンプ １台 １回 １００

展示パネル １台 １回 １００

備考
１ 上表中「１回」とは，午前９時から正午まで，午後０時
３０分から午後２時３０分まで，午後３時から午後５時まで及
び午後５時３０分から午後９時３０分までのそれぞれの利用
時間をいう。

２ 次の!から&までに掲げる利用時間に係る使用料の額
は，それぞれ!から&までに掲げる額とする。

! 午前９時から午後２時３０分まで １回の額の２倍の額
" 午後０時３０分から午後５時まで １回の額の２倍の額
# 午後３時から午後９時３０分まで １回の額の２倍の額
$ 午前９時から午後５時まで １回の額の３倍の額
% 午後０時３０分から午後９時３０分まで １回の額の３倍
の額

& 午前９時から午後９時３０分まで １回の額の４倍の額
３ 利用時間が備考１及び備考２に規定する利用時間に満た
ない場合でも時間割計算は行わない。

４ 備考１に規定する利用時間以外の時間に利用する場合
（備考２に規定する場合を除く。）の使用料の額は，１時間
につき，１回の額の３０％に相当する額とする。この場合に
おいて，その利用時間に１時間未満の端数の時間があると
きは，その端数の時間は１時間として計算する。

第１６条 受託者は，徴収委託を受けた使用料を徴収した

場合は，領収証書を納入義務者に交付しなければなら

ない。

（徴収した使用料の払込み）

第１７条 受託者は，徴収した使用料を徴収した日の翌日

（その日が休館日（条例第４条に規定する休館日をい

う。）又は日曜日，土曜日若しくは国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる

ときは，これらの日の翌日）までに収入役又は指定金

融機関，指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関

に払い込まなければならない。

（徴収委託の解除）

第１８条 市長は，次の各号の一に該当する場合は，徴収

委託を解除するものとする。

! 受託者が不正な行為をした場合

" 受託者が市長又は収入役の指示に従わなかった場

合

# 受託者から徴収委託の解除の申出があった場合

$ その他市長が徴収委託をすることが不適当である

と認めた場合

２ 前項の規定により徴収委託を解除されたものは，直

ちに市長に委託証を返納しなければならない。

３ 第１５条の規定は，第１項の規定により徴収委託を解

除した場合に準用する。

（その他）

第１９条 この規則に定めるもののほか，この規則の施行

に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，条例の施行の日から施行する。

別表（第６条関係）
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新
潟
国
際
友
好
会
館
利
用
許
可
申
請
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
指
定
管
理
者

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
利
用
し
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
。

な
お
，
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
国
際
友
好
会
館
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
そ
の
他
の
指

示
に
従
い
ま
す
。

利
用
目
的

利
用
人
数

人

利
用
日
時

時
分
準
備
か
ら

年
月

日
時

分
後
片
付
け
ま
で

利
用
施
設

利
用
設
備

注
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
で

し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

納
付
額
：

円

新
潟
国
際
友
好
会
館
利
用
変
更
許
可
申
請
書

取
止
申
出
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
指
定
管
理
者

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

取
り
止
め
た
い
の
で
申
し
出
ま
す
。

許
可
年
月
日
・

番
号

年
月

日
・
許
可
番
号
第

号
の
変
更
・
取
止
め

変
更
・
取
止
め

の
理
由 項
目

変
更
前

変
更
後

利
用
年
月
日

年
月

日
年

月
日

利
用
時
間

時
分
～

時
分

時
分
～

時
分

利
用
施
設

利
用
設
備

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
変
更
・
取
止
め
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決 裁

決
裁
：

年
月

日

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

24 平成１６年１１月１５日 第７４１号 新 潟 市 公 報



新
潟
国
際
友
好
会
館
利
用
許
可
書

第
号

年
月

日

様

指
定
管
理
者

下
記
の
と
お
り
利
用
を
許
可
し
ま
す
。

利
用
目
的

利
用
人
数

人

利
用
日
時

時
分
準
備
か
ら

年
月

日
時

分
後
片
付
け
ま
で

利
用
施
設

利
用
設
備

許
可
の
条
件

注
意
事
項
１
利
用
当
日
こ
の
許
可
書
を
職
員
に
提
示
し
て
，
必
要
な
連
絡
確
認
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

２
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
市
国
際
友
好
会
館
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
並

び
に
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

新
潟
国
際
友
好
会
館
利
用
変
更
許
可
書

第
号

年
月

日

様

指
定
管
理
者

下
記
の
と
お
り
変
更
を
許
可
し
ま
す
。

許
可
年
月
日
・

番
号

年
月

日
・
許
可
番
号
第

号
の
変
更

変
更
の
理
由

項
目

変
更
前

変
更
後

利
用
年
月
日

年
月

日
年

月
日

利
用
時
間

時
分
～

時
分

時
分
～

時
分

利
用
施
設

利
用
設
備

許
可
の
条
件

注
意
事
項
１
利
用
当
日
こ
の
許
可
書
を
職
員
に
提
示
し
て
，
必
要
な
連
絡
確
認
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

２
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
国
際
友
好
会
館
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
並
び

に
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）
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新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
納
付
期
日
決
定
申
請
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
指
定
管
理
者

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
納
付
期
日
の
決
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
付
希
望
日

年
月

日
金

額
円

金
額
の
内
訳

納
付
期
日
の
決
定
を

必
要
と
す
る
理
由

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
，
納
付
期
日
を
決
定
し

て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

納
付
期
日
：

年
月

日

新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
納
付
期
日
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

指
定
管
理
者

下
記
の
と
お
り
納
付
期
日
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
付
期
日

年
月

日
金

額
円

金
額
の
内
訳

別
記
様
式
第
５
号
（
第
７
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
７
条
関
係
）
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新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
免
除
申
請
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
指
定
管
理
者

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
免
除
を
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

使
用
料
の
内
訳

免
除
前
の
額

円
免
除
申
請
額

円

免
除
を
必
要
と
す

る
理
由

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

免
除
の
理
由

"
市
の
主
催
事
業

"
そ
の
他
（

）

免
除
額
の
算
出

上
記
の
と
お
り
，
使
用
料
を
免
除
し
て

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

免
除
前
の
額
：

円

免
除
額
：

円

免
除
後
の
額
：

円

新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
免
除
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

指
定
管
理
者

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
免
除
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

使
用
料
の
内
訳

免
除
前
の
額

円
免
除
額

円

免
除
後
の
額

円

免
除
の
理
由

"
市
の
主
催
事
業

"
そ
の
他
（

）

免
除
額
の
算
出

別
記
様
式
第
７
号
（
第
８
条
関
係
）

別
記
様
式
第
８
号
（
第
８
条
関
係
）
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新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
還
付
申
請
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
長

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
） 印

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
還
付
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
入
年
月
日

年
月

日
納
入
済
額

円

還
付
申
請
額

円
還
付
申
請

額
の
内
訳

還
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
理
由

還
付
方
法

"
銀
行
窓
口
払
い

"
口
座
払
い

金
融
機
関
：

銀
行

支
店

預
金
種
別
：

"
普
通

"
当
座

口
座
番
号
：

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
該
当
す
る
項
目
の
"
に
!
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

還
付
の
理
由
及
び
額
の
算
出

上
記
の
と
お
り
，
使
用
料
の
還
付
を
し
て

よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

許
可
：

年
月

日

決 裁

許
可
番
号
：

第
号

納
付
済
額
：

円

還
付
額
：

円

新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
還
付
決
定
通
知
書

第
号

年
月

日

様

新
潟
市
長

下
記
の
と
お
り
使
用
料
の
還
付
を
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

区
分

"
施
設
使
用
料

"
設
備
使
用
料

利
用
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

納
入
年
月
日

年
月

日
納
入
済
額

円

還
付

額
円
還
付
額
の

内
訳

還
付
の
理
由

還
付
方
法

"
銀
行
窓
口
払
い

"
口
座
払
い

金
融
機
関
：

銀
行

支
店

預
金
種
別
：

"
普
通

"
当
座

口
座
番
号
：

別
記
様
式
第
９
号
（
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１０
号
（
第
９
条
関
係
）
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新
潟
国
際
友
好
会
館
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書

年
月

日

（
あ
て
先
）

新
潟
市
長

所
在
地

申
請
者

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

新
潟
国
際
友
好
会
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
て

申
請
し
ま
す
。

第
号

新
潟
国
際
友
好
会
館
使
用
料
徴
収
事
務
委
託
証

名
称

上
記
の
も
の
に
新
潟
国
際
友
好
会
館
の
使
用
料
の
徴
収
事
務
を
委
託
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
。

有
効
期
限

年
月

日
ま
で

年
月

日

新
潟
市
長

印

別
記
様
式
第
１１
号
（
第
１２
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１２
号
（
第
１４
条
関
係
）
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「
地区事務所 所長

」を

「
東京事務所準備室
地区事務所

室長
所長

」

「

地区事務所
所長 次長 係長

次長 係長
」

「
東京事務所準備室

室長 最上席の
職員

地区事務所
所長 次長 係長

次長 係長
」

「
〃 〃 〃 地区事務

所所管事
務で市長
名をもつ
てする公
文書用

各地区事
務所次長

各
１
各地区事
務所

５４
の２

」

「
〃 〃 〃 東京事務

所準備室
所管事務
で市長名
をもつて
する公文
書用

東京事務
所準備室
長

１ 東京事務
所準備室

５４
の２

〃 〃 〃 地区事務
所所管事
務で市長
名をもつ
てする公
文書用

各地区事
務所次長

各
１
各地区事
務所

５４
の３

」

新 潟 市
長 印

東 京 事 務 所
専 用

新潟市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４４号

新潟市行政組織規則の一部を改正する規則

新潟市行政組織規則（昭和５１年新潟市規則第１５号）の

一部を次のように改正する。

目次中「第１款 地区事務所及び連絡所（第１５条－第

１９条）」を

「第１款 東京事務所準備室（第１４条の２・第１４条の３）

第１款の２ 地区事務所及び連絡所（第１５条－第１９

条）」に改める。

第７条企画財政局広域合併推進部政令指定都市推進課

移行推進班の項中第８号を第９号とし，第７号を第８号

とし，第６号を第７号とし，第５号の次に次の１号を加

える。

# 東京事務所準備室との連絡調整に関する事項

第２章第３節中第１款を第１款の２とし，同節に第１

款として次の１款を加える。

第１款 東京事務所準備室

（設 置）

第１４条の２ 東京事務所の開設のため，企画財政局の管

理の下に東京事務所準備室を置く。

２ 東京事務所準備室の位置は，次に掲げるとおりとす

る。

東京都千代田区平河町２丁目４番１号

（分掌事務）

第１４条の３ 東京事務所準備室の分掌事務は，おおむね

次に掲げるとおりとする。

! 東京事務所の開設のための準備に関する事項

" 市政に関係する情報及び資料の収集に関する事項

第６４条第１項の表中

に改める。

第７２条の表中

を

に改める。

附 則

この規則は，平成１６年１０月４日から施行する。

新潟市公印規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４５号

新潟市公印規則の一部を改正する規則

新潟市公印規則（昭和４０年新潟市規則第１７号）の一部

を次のように改正する。

別表第１"中

を

に改める。

別表第２中（５４の２）を（５４の３）とし，（５４）の次に

次のように加える。

（５４の２）
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時期の区分 割合

１１月１日 １００分の１００

１１月２日から１２月１日まで １００分の８０

１２月２日から１月１日まで １００分の６０

１月２日から２月１日まで １００分の４０

２月２日から３月１日まで １００分の２０

附 則

この規則は，平成１６年１０月４日から施行する。

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４６号

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市給与条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

別表第１中「支所の次長」を「東京事務所準備室長

支所の次長」に改める。

附 則

この規則は，平成１６年１０月４日から施行する。

新潟市財務規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成１６年１０月７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４７号

新潟市財務規則の一部を改正する規則

新潟市財務規則（昭和３９年新潟市規則第１２号）の一部

を次のように改正する。

第２条第３号中「議会事務局総務課」の次に「，東京

事務所準備室」を加える。

第３０条第１項及び第３３条第１項中「各課長」の次に「（東

京事務所準備室長を除く。）」を加える。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成１６年１０月２８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市規則第４８号

新潟市給与条例施行規則の一部を改正する規則

新潟市給与条例施行規則（昭和３２年新潟市規則第２３

号）の一部を次のように改正する。

第２２条の見出し中「支給日」を「基準日」に改める。

第２３条第１項中「１０月末日」を「基準日の属する年度

の１１月から３月までの俸給の支給日」に改め，同項ただ

し書を削り，同条第３項を次のように改める。

３ 寒冷地手当は，当該年度に支給する額を第１項に規

定する期間の月数で除して得た額をその支給日に支給

するものとする。

第２３条第４項中「際に」を「日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは，その日の属する月）以降

の支給日に追給し，又は返納する額を分割して」に改め

る。

第２４条を次のように改める。

（寒冷地手当の支給をしない職員）

第２４条 条例第２４条第１項の規定により寒冷地手当の支

給をしない職員は，第１８条各号に掲げる職員及び平成

１６年１１月１日から引き続き職員であるもの以外の職員

（平成１６年１１月２日以降職員となつた者のうち，第１８

条の２第３号アからエに掲げる者から引続き職員と

なったもので別に定めるものを除く。）とする。

第２４条の３を次のように改める。

第２４条の３ 削除

第２４条の４第１項中「追給することとなる場合にあつ

ては基準日の翌日から翌年の２月末日までの期間とし，

返納させることとなる場合にあつては基準日の翌日から

翌年の１月末日」を「基準日の翌日から翌年の３月１日」

に改め，同条第２項を次のように改める。

２ 条例第２４条第５項に規定する規則で定める場合は，

１１月２日以降において，世帯等の区分変更が生じた場

合で，次項第１号に該当する場合とする。

第２４条の４第４項ただし書中「場合」の次に「又は次

項各号に掲げる事由による場合」を加え，同項第１号及

び第２号を次のように改める。

! 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額に

当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ，次

の表に掲げる割合を乗じて得た額。ただし，同表に

掲げる時期の区分のうちいずれか１つの区分におい

て２以上の事由が発生した場合は，当該事由発生の

うちの最後の事由発生により算出した額をもつて事

由発生後の額とする。

" 前項第２号の場合にあつては事由発生前の額から

事由発生後の額を減じた額，同項第３号及び第４号

の場合にあつては事由発生前の額にそれぞれ当該事

由の生じた日（死亡及び退職の場合は，その翌日）

の属する時期の区分に応じ，次の表に掲げる割合を

乗じて得た額。ただし，同表に掲げる時期の区分の

うちいずれか１つの区分において２以上の事由が発

生した場合は，当該事由発生のうちの最後の事由発

生により算出した額をもつて事由発生後の額とす
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時期の区分 割合

１１月１日 １００分の１００

１１月２日から１２月１日 １００分の８０

１２月２日から１月１日 １００分の６０

１月２日から２月１日まで １００分の４０

２月２日から３月１日まで １００分の２０

東京事務所準備室長

る。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。

訓 令

新潟市事務専決規程及び新潟市工場立地推進委員会規

程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第６号

新潟市事務専決規程及び新潟市工場立地推進委

員会規程の一部を改正する規程

（新潟市事務専決規程の一部改正）

第１条 新潟市事務専決規程（平成４年新潟市訓令第７

号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表中「美術館長」の次に「，東京事

務所準備室長」を加える。

別表目次中「美術館」の次に「，東京事務所準備室」

を加える。

別表第１中「美術館」の次に「，東京事務所準備室」

を加え，同表１備考３中「及び美術館長」を「，美術

館長及び東京事務所準備室長」に改め，同表１!の表
エ中「課に置く室」を「東京事務所準備室及び課に置

く室」に改め，別表第１ １"の表ウの次に次のよう
に加える。

エ この表中清掃センター所長等の欄の「所長」と

あるのは，美術館にあっては「館長」と，東京事

務所準備室にあっては「室長」とそれぞれ読み替

えるものとする。

オ この表中「市内出張」及び「市外出張」とある

のは，東京事務所準備室にあっては「都の特別区

内出張」及び「都の特別区外出張」とそれぞれ読

み替えるものとする。

別表第１ １"の表第２項の項中「局に属する課

長」の次に「，局に属する機関の長」を加え，同表第

３項の項中「局に属する課長」の次に「，局に属する

機関の長及びその職員」を加え，同表第６項の項，第

７項の項，第１０項の項及び第１１項第１号の項中「局に

属する課長」の次に「，局に属する機関の長」を加え

る。

（新潟市工場立地推進委員会規程の一部改正）

第２条 新潟市工場立地推進委員会規程（昭和５８年新潟

市訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

別表第２企画財政局の項に次のように加える。

附 則

この規程は，平成１６年１０月４日から施行する。

新潟市文書規程の一部を改正する規程を次のように定

める。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市訓令第７号

新潟市文書規程の一部を改正する規程

新潟市文書規程（昭和４２年新潟市訓令第２号）の一部

を次のように改正する。

目次中「第１４条」を「第１４条の２」に改める。

第３条中第１２号を第１３号とし，第３号から第１１号まで

を１号ずつ繰り下げ，同条第２号中「機関のうち」の次

に「，東京事務所準備室」を加え，同号を同条第３号と

し，同条中第１号を第２号とし，同条に第１号として次

の１号を加える。

! 文書 職員が職務上作成し，又は取得した文書，

図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その

他人の知覚によつては認識することができない方式

で作られた記録をいう。以下同じ。）をいう。

第３条に次の２号を加える。

# 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供さ

れる電磁的記録に記録することができる情報につい

て行われる措置であつて，次のいずれにも該当する

ものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るも

のであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどう

かを確認することができるものであること。

$ 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワー

クの電子文書交換システムにより電子署名が付与さ

れて交換される電磁的記録をいう。

第５条中「地区事務所次長」を「東京事務所準備室長，

地区事務所次長」に改める。

第６条第１項中「地区事務所」を「東京事務所準備室，
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東京事務所準備室 室長が指定する職員 室長が指定する職員

一般廃棄物処理手数料収納事務委託解除者 収納事務

委託区域住 所 氏 名

紫竹山３丁目１１番２３号 高 桑 巌 紫 竹 山

路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

太 平
岡山線２号

新潟市松崎字居浦
郷１４６９番１地先 新潟市松崎字東１１

４番１地先新潟市松崎字東５０
３番地先

松 崎
逢 谷 内 線

新潟市松崎字東５２
５番１地先 新潟市大形本町三

丁目１７３０番２地先新潟市逢谷内六丁
目７８番１地先

太 右 エ 門
新田鐘木線

新潟市高美町１４１１
番１５０地先 新潟市高美町１４１１

番１８６地先新潟市上沼６５３番
１地先

西 南 ３ －
１８５ 号 線

新潟市勘介郷屋字
下沢１４２番１地先 新潟市小見郷屋字

砂押３７７番１地先新潟市小見郷屋字
三辺３５８番１地先

西 南 ３ －
１８９ 号 線

新潟市勘介郷屋字
下利１８５番地先 新潟市勘介郷屋字

下利２５０番１地先新潟市勘介郷屋字
大沼３３０番地先

西 南 ３ －
２８２ 号 線

新潟市勘介郷屋字
下沢１２９番１地先 新潟市勘介郷屋字

下沢１２８番地先新潟市勘介郷屋字
下沢１２１番地先

西 南 ３ －
２８３ 号 線

新潟市勘介郷屋字
下沢１３６番１地先 新潟市小見郷屋字

砂押３８０番１地先新潟市小見郷屋字
砂押３７７番１地先

西 南 ３ －
２８４ 号 線

新潟市小見郷屋字
砂押２５３番３地先 新潟市勘介郷屋字

下沢１０８番１地先新潟市勘介郷屋字
下沢１３６番１地先

西 南 ３ －
２８５ 号 線

新潟市小見郷屋字
砂押２５４番１地先 新潟市小見郷屋字

三辺３５６番７地先新潟市小見郷屋字
三辺３５６番２地先

西 南 ３ －
２８６ 号 線

新潟市みずき野二
丁目２１４番３地先 新潟市小見郷屋字

三辺３５８番１地先新潟市勘介郷屋字
土手外２番２地先

西 南 ３ －
２８７ 号 線

新潟市勘介郷屋字
下利１８８番地先 新潟市勘介郷屋字

下利１７８番１地先新潟市勘介郷屋字
下利１８６番地先

地区事務所」に改め，同条第３項の表機関の課の項の次

に次のように加える。

第２章第１節中第１４条の次に次の１条を加える。

（通信回線を利用した文書の取扱い）

第１４条の２ この節の前各条の規定にかかわらず，収受

及び配布の処理は，通信回線を利用して行うことがで

きる。

２ 通信回線を利用した文書の取扱いに関し必要な事項

は，別に定める。

第２１条第２号中キ及びクを削り，ケをキとする。

第３８条第１項ただし書中「ただし」の次に「，庁内文

書（本市行政機関相互間において発送し，又は収受する

文書をいう。）」を加える。

第３８条の次に次の１条を加える。

（電子署名）

第３８条の２ 総合行政ネットワーク文書により施行する

ものについては，電子署名を行うものとする。

２ 電子署名を行うために必要な事項は，別に定める。

第４３条第１項中「発送は」の次に「，別に定めるもの

のほか」を加え，同条第３項中「電報」を「第１項の規

定にかかわらず，電報」に改め，同条第４項及び第５項

を削る。

第７０条第２項中「地区事務所次長」を「東京事務所準

備室長，地区事務所次長」に改める。

第７３条中「地区事務所」を「東京事務所準備室，地区

事務所」に改める。

第７４条中「，ファクシミリ並びに電子メール」を削り，

「発信は」の次に「，別に定めるもののほか」を加える。

附 則

この規程は，平成１６年１０月４日から施行する。

告 示

新潟市告示第３０４号

一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約の解除

について

一般廃棄物処理手数料収納事務委託者が平成１６年９月

１日付けで，次のとおり解除になったので地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項に基づき告示

します。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３０５号

市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に

基づき，市道路線を次のように認定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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西 南 ４ －
１２３ 号 線

新潟市小見郷屋字
砂押２５４番１地先 新潟市小見郷屋字

砂押２６６番１地先新潟市小見郷屋字
砂押２７０番１地先

西 南 ４ －
２２１ 号 線

新潟市明田字大面
７４７番１地先 新潟市明田字上谷

４３３番１地先新潟市明田字中筒
上２１５番１地先

西 南 ４ －
２３８ 号 線

新潟市明田字屋敷
廻７８７番８地先 新潟市明田字布割

５６１番１地先新潟市明田字上谷
４９０番１地先

西 南 ４ －
２３９ 号 線

新潟市明田字屋敷
廻４２４番１地先 新潟市明田字布割

５４２番地先新潟市明田字上谷
４７８番３地先

西 南 ４ －
２８８ 号 線

新潟市明田字中筒
上２１４番１地先 新潟市明田字中筒

上１５４番地先新潟市明田字中筒
上１３８番１地先

西 南 ４ －
２８９ 号 線

新潟市明田字上谷
４８１番１地先 新潟市明田字上谷

４８９番１地先新潟市明田字前谷
８８３番２地先

西 南 ４ －
２９０ 号 線

新潟市明田字前谷
９１１番１地先 新潟市明田字前谷

８８４番１地先新潟市明田字前谷
８７３番１地先

西 南 ４ －
２９１ 号 線

新潟市明田字上谷
４６６番１地先 新潟市明田字上谷

４７２番１地先新潟市明田字上谷
４９６番２地先

西 南 ４ －
２９２ 号 線

新潟市明田字上谷
４９５番２地先 新潟市明田字上谷

４９７番１地先新潟市明田字上谷
５０８番地先

西 ２ －
２６９ 号 線

新潟市五十嵐二の
町７７６１番６地先 新潟市五十嵐二の

町７７６１番８地先新潟市五十嵐二の
町７７６１番３６地先

西 ４ －
１６４ 号 線

新潟市坂井三丁目
１０７１番２地先 新潟市坂井三丁目

１０７４番１地先新潟市坂井三丁目
１０７５番１０地先

西 ４ －
１６５ 号 線

新潟市坂井東五丁
目１１６５番１０地先 新潟市坂井東五丁

目１１６５番２地先新潟市坂井東五丁
目１９８番５地先

西 ４ －
１６６ 号 線

新潟市坂井東五丁
目１９３０番５地先 新潟市坂井東五丁

目１９２２番１０地先新潟市坂井東五丁
目１９２３番９地先

西 ４ －
１６７ 号 線

新潟市坂井東五丁
目１９３２番３地先 新潟市坂井東五丁

目１９２０番４地先新潟市坂井東五丁
目１９２１番４地先

西 ６ －
２ ３ 号 線

新潟市亀貝字前田
３７番地先 新潟市亀貝字堤１４

番１地先新潟市亀貝字堤５１
２番６地先

西 ６ －
５ ４ 号 線

新潟市新田字浜野
１９４番１地先

新潟市新通字辻場
下ヶ北沢２１４０番地
先

新潟市新田字浜野
２１２番５地先

西 ６ －
５ ５ 号 線

新潟市新田字浜野
１０３０番地先 新潟市新田字浜野

１００１番地先新潟市新田字浜野
９４３番１地先

西 ７ －
１３４ 号 線

新潟市小新西二丁
目２６９０番１地先 新潟市小新西二丁

目２６８２番８地先新潟市小新西二丁
目２５５８番３地先

西 ７ －
１３５ 号 線

新潟市小新西一丁
目１０８０番２４地先 新潟市小新西一丁

目１０８０番６８地先新潟市小新西一丁
目１０８０番２７地先

中 央 ３ －
１７６ 号 線

新潟市西船見町字
浜浦５９３２番６８８地先

新潟市西船見町字
浜浦５９３２番７２９地
先

新潟市西船見町字
浜浦５９３２番２３地先

南 ２ －
７ 号 線

新潟市幸西三丁目
２４８番３地先 新潟市幸西三丁目

２６０番２７地先新潟市幸西四丁目
２７３番１０地先

南 ３ －
１１４ 号 線

新潟市上所一丁目
１１３４番４地先 新潟市上所一丁目

１１３４番５９地先新潟市上所一丁目
１１３４番７０地先

南 ４ －
１１８ 号 線

新潟市新和二丁目
１７３番６地先 新潟市新和二丁目

１４３番４１地先新潟市新和二丁目
１４３番３１地先

南 ７ －
３５７ 号 線

新潟市鳥屋野字中
沼４１１番１０地先 新潟市鳥屋野字中

沼４１１番７地先新潟市鳥屋野字中
沼４１１番４地先

南 ８ －
２８３ 号 線

新潟市酒屋町字屋
敷付８６３番８地先 新潟市酒屋町字屋

敷付８６３番１５地先新潟市酒屋町字屋
敷付８２１番２６地先

南 ８ －
２８４ 号 線

新潟市酒屋町字屋
敷付８６３番３地先 新潟市酒屋町字屋

敷付８６３番６地先新潟市酒屋町字屋
敷付８６３番８地先

南 ８ －
２８５ 号 線

新潟市酒屋町字屋
敷付８６３番９地先 新潟市酒屋町字屋

敷付８６３番１１地先新潟市酒屋町字屋
敷付８６３番１５地先

東 ２ －
１１７ 号 線

新潟市宝町３７番５８
地先 新潟市宝町３７番６４

地先新潟市宝町３７番２８
６地先

東 ３ －
５６９ 号 線

新潟市松崎字西６３
６番１地先 新潟市松崎字西７３

９番３地先新潟市松崎字西６１
４番３地先

東 ３ －
５７０ 号 線

新潟市松崎字西６５
８番地先 新潟市松崎字西６６

０番地先新潟市松崎字西６６
２番地先

東 ３ －
５７１ 号 線

新潟市松崎字西６０
５番地先 新潟市松崎字西５９

０番２地先新潟市松崎字東５２
３番１地先

東 ３ －
５７２ 号 線

新潟市松崎字西５９
２番地先 新潟市松崎字西５９

５番１地先新潟市松崎字西５９
５番１地先

東 ３ －
５７３ 号 線

新潟市松崎字東５３
７番地先 新潟市松崎字東５４

１番１地先新潟市松崎字東５４
３番地先

東 ３ －
５７４ 号 線

新潟市松崎字西６２
９番２地先 新潟市松崎字西６２

６番地先新潟市松崎字西６２
３番１地先

東 ３ －
５７５ 号 線

新潟市松崎字東３６
２番１地先 新潟市松崎字東３６

６番地先新潟市松崎字東３５
４番地先

東 ３ －
５７６ 号 線

新潟市松崎字東３５
９番１地先 新潟市松崎字東２９

５番１地先新潟市松崎字東４５
０番１地先
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東 ３ －
５７７ 号 線

新潟市松崎字東３６
５番地先 新潟市松崎字東３６

３番地先新潟市松崎字東３５
７番地先

東 ３ －
５７８ 号 線

新潟市松崎字東２７
６番地先 新潟市松崎字東２１

３番地先新潟市松崎字東２２
９番地先

東 ３ －
５７９ 号 線

新潟市松崎字東３６
７番地先 新潟市松崎字東３７

０番地先新潟市松崎字東３７
７番地先

東 ３ －
５８０ 号 線

新潟市松崎字東３５
３番地先 新潟市松崎字東３６

９番１地先新潟市松崎字東３７
７番地先

東 ３ －
５８１ 号 線

新潟市松崎字東３５
５番地先 新潟市松崎字東３５

１番地先新潟市松崎字東３４
９番地先

東 ３ －
５８２ 号 線

新潟市松崎字東４７
３番地先 新潟市松崎字東３７

４番地先新潟市松崎字東２８
５番地先

東 ３ －
５８３ 号 線

新潟市松崎字東４７
７番地先 新潟市松崎字東３８

１番地先新潟市松崎字東３４
５番地先

東 ３ －
５８４ 号 線

新潟市松崎字東３４
９番地先 新潟市松崎字東３４

８番地先新潟市松崎字東３４
２番地先

東 ３ －
５８５ 号 線

新潟市松崎字西６１
４番１地先 新潟市松崎字東３８

７番１地先新潟市松崎字東３４
０番地先

東 ３ －
５８６ 号 線

新潟市松崎字東４６
９番地先 新潟市松崎字東３８

８番１地先新潟市松崎字東３３
８番地先

東 ３ －
５８７ 号 線

新潟市松崎字東４６
７番地先 新潟市松崎字東３９

０番地先新潟市松崎字東３３
１番地先

東 ３ －
５８８ 号 線

新潟市松崎字東４６
５番地先 新潟市松崎字東３９

５番地先新潟市松崎字東２９
５番３地先

東 ３ －
５８９ 号 線

新潟市松崎字東４６
１番地先 新潟市松崎字東３９

９番地先新潟市松崎字東３２
６番地先

東 ３ －
５９０ 号 線

新潟市松崎字東４５
９番地先 新潟市松崎字東４０

４番地先新潟市松崎字東３２
３番地先

東 ３ －
５９１ 号 線

新潟市松崎字東４５
８番地先 新潟市松崎字東４０

７番地先新潟市松崎字東３２
１番地先

東 ３ －
５９２ 号 線

新潟市松崎字東５１
１番１地先 新潟市松崎字東５１

１番１地先新潟市松崎字東４６
４番２地先

東 ３ －
５９３ 号 線

新潟市松崎字東３３
９番地先 新潟市松崎字東３３

４番地先新潟市松崎字東３２
９番１地先

東 ３ －
５９４ 号 線

新潟市松崎字東３２
９番１地先 新潟市松崎字東３２

４番地先新潟市松崎字東３０
２番地先

東 ３ －
５９５ 号 線

新潟市松崎字東２７
５番２地先 新潟市松崎字東２８

２番地先新潟市松崎字東２２
９番地先

東 ３ －
５９６ 号 線

新潟市松崎字東２７
６番地先 新潟市松崎字東２６

２番１地先新潟市松崎字東２０
２番２地先

東 ３ －
５９７ 号 線

新潟市松崎字東２５
９番２地先 新潟市松崎字東２６

０番１地先新潟市松崎字東２０
５番地先

東 ３ －
５９８ 号 線

新潟市松崎字東２５
５番地先 新潟市松崎字東２５

７番地先新潟市松崎字東２０
７番地先

東 ３ －
５９９ 号 線

新潟市松崎字東２５
１番地先 新潟市松崎字東２４

８番地先新潟市松崎字東２１
０番地先

東 ３ －
６００ 号 線

新潟市松崎字東２８
４番地先 新潟市松崎字東２８

４番地先新潟市松崎字東２８
４番地先

東 ３ －
６０１ 号 線

新潟市松崎字東２５
０番地先 新潟市松崎字東２４

８番地先新潟市松崎字東２１
１番地先

東 ３ －
６０２ 号 線

新潟市松崎字東２４
６番地先 新潟市松崎字東２４

１番地先新潟市松崎字東２１
２番１地先

東 ３ －
６０３ 号 線

新潟市松崎字東２９
１番地先 新潟市松崎字東２９

２番地先新潟市松崎字東２９
２番地先

東 ３ －
６０４ 号 線

新潟市松崎字東２４
３番地先 新潟市松崎字東２４

２番地先新潟市松崎字東２１
３番地先

東 ３ －
６０５ 号 線

新潟市松崎字東２３
６番地先 新潟市松崎字東２３

６番地先新潟市松崎字東２１
８番地先

東 ３ －
６０６ 号 線

新潟市松崎字東２３
４番２地先 新潟市松崎字東２３

４番２地先新潟市松崎字東２１
９番地先

東 ３ －
６０７ 号 線

新潟市松崎字東２９
４番３地先 新潟市松崎字東２９

４番３地先新潟市松崎字東２９
４番３地先

東 ３ －
６０８ 号 線

新潟市松崎字東２３
４番３地先 新潟市松崎字東２３

４番３地先新潟市松崎字東２２
０番１地先

東 ３ －
６０９ 号 線

新潟市松崎字東２３
２番地先 新潟市松崎字東２３

２番地先新潟市松崎字東２２
０番２地先

東 ３ －
６１０ 号 線

新潟市松崎字東２２
８番地先 新潟市松崎字東２２

６番地先新潟市松崎字東２２
３番地先

東 ３ －
６１１ 号 線

新潟市松崎字東３０
３番地先 新潟市松崎字東３０

３番地先新潟市松崎字東３０
４番地先

東 ３ －
６１２ 号 線

新潟市松崎字東４１
２番１地先 新潟市松崎字東４１

６番地先新潟市松崎字東４３
６番３地先
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東 ３ －
６１３ 号 線

新潟市松崎字東４１
２番１地先 新潟市松崎字東４１

５番地先新潟市松崎字東４２
１番１地先

東 ３ －
６１４ 号 線

新潟市松崎字東３１
５番地先 新潟市松崎字東３０

７番地先新潟市松崎字東３０
９番地先

東 ３ －
６１５ 号 線

新潟市松崎字東５０
５番１地先 新潟市松崎字東４６

４番１地先新潟市松崎字東４５
５番地先

東 ３ －
６１６ 号 線

新潟市一日市字居
浦１８３９番２地先 新潟市一日市字掛

堀下１８３８番２地先新潟市一日市字下掛
堀上１８３４番１地先

東 ５ －
２１５ 号 線

新潟市牡丹山三丁
目１０番３地先 新潟市牡丹山三丁

目１０番１０地先新潟市牡丹山三丁
目１０番２４地先

東 ５ －
２１６ 号 線

新潟市上木戸四丁
目１０４８番１地先 新潟市上木戸四丁

目１０１２番１地先新潟市はなみずき
一丁目１０２番７地先

東 ９ －
８ ５ 号 線

新潟市北山字屋敷
付７７８番１地先 新潟市北山字屋敷

付７１８番８地先新潟市北山字前山
４４番地先

東 ９ －
１４９ 号 線

新潟市丸山字清水
が丘１１６番地先 新潟市丸山字清水

が丘１２６番１地先新潟市丸山字清水
が丘１０２番地先

北 ３ －
３ ５ 号 線

新潟市松浜本町一
丁目３３０３番１地先

新潟市松浜本町一
丁目３１４１番１７４地
先

新潟市松浜本町一
丁目３１４１番９地先

北 ７ －
７ ６ 号 線

新潟市濁川字浦通
６１１番４地先 新潟市濁川字浦通

６１４番１地先新潟市濁川字浦通
６２０番２地先

黒 埼 １ －
３ ０ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３３８５番地先 新潟市山田字中道

下の中３０３番８地先新潟市山田字下郷
２３８番２地先

黒 埼 １ －
３ ３ 号 線

新潟市山田字中道
上の東３３０３番地先 新潟市山田字中道

上の東２７番地先新潟市山田字中道
上の東４６番地先

黒 埼 １ －
２９２ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３３９３番地先 新潟市山田字中道

下の西３４１９番地先新潟市山田字中道
下の西３４７７番地先

黒 埼 １ －
２９３ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３３８５番地先 新潟市山田字中道

下の西３３８２番地先新潟市山田字中道
下の西３３８０番地先

黒 埼 １ －
４２１ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３３９３番地先 新潟市山田字中道

下の西３３９９番地先新潟市山田字中道
下の西３４８２番地先

黒 埼 １ －
４２２ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３４４７番地先 新潟市山田字中道

下の西３４２５番地先新潟市山田字中道
下の西３４３２番地先

黒 埼 １ －
４２３ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３４７６番地先 新潟市山田字中道

下の西３４５４番地先新潟市山田字中道
下の西３４６２番地先

黒 埼 １ －
４２４ 号 線

新潟市山田字中道
上の中３３３２番地先 新潟市山田字中道

上の中３３２９番地先新潟市山田字中道
上の中３３３９番地先

黒 埼 １ －
４２５ 号 線

新潟市山田字中道
下の西６３２番２地先 新潟市山田字中道

下の西３３８８番地先新潟市山田字中道
下の西３３８８番地先

黒 埼 １ －
４２６ 号 線

新潟市山田字中道
下の西６３２番１地先 新潟市山田字中道

下の西３３８８番地先新潟市山田字中道
下の西３３８８番地先

黒 埼 １ －
４２７ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３３９６番地先 新潟市山田字中道

下の西３３９６番地先新潟市山田字中道
下の西３３９６番地先

黒 埼 １ －
４２８ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３４１３番地先 新潟市山田字中道

下の西３４２３番地先新潟市山田字中道
下の西３４２３番地先

黒 埼 １ －
４２９ 号 線

新潟市山田字中道
下の西３４４２番地先 新潟市山田字中道

下の西３４５２番地先新潟市山田字中道
下の西３４５２番地先

黒 埼 １ －
４３０ 号 線

新潟市山田字中道
上の中３３０８番地先 新潟市山田字中道

上の中３３０９番地先新潟市山田字中道
上の中３３０９番地先

黒 埼 ２ －
１６０ 号 線

新潟市木場字大沼
５３４９番１地先 新潟市板井字本田

１６０８番１地先新潟市板井字本田
１５６６番１地先

路 線 名
起 点

重要な経過地
終 点

太 平
岡山線２号

新潟市松崎字居浦
郷１３９７番１地先 新潟市松崎字東１１

３番１地先新潟市松崎字東５１
０番地先

松 崎
逢 谷 内 線

新潟市松崎字東５１
１番地先 新潟市大形本町三

丁目１７３０番２地先新潟市逢谷内六丁
目７８番１地先

太 右 エ 門
新田鐘木線

新潟市太右エ門新田
字浦潟１４１１番１５０地先

新潟市太右エ門新
田字浦潟１４１１番１８
７地先

新潟市鐘木字上沼
６３７番３地先

西 南 ３ －
１８５ 号 線

新潟市勘助郷屋字
下沢１４２番４地先 新潟市小見郷屋字

砂押３７６番２地先新潟市勘助郷屋字
下沢１２１番地先

西 南 ３ －
１８６ 号 線

新潟市勘助郷屋字
下沢１０５番地先 新潟市勘助郷屋字

下沢１０６番地先新潟市勘助郷屋字
下沢１０８番地先

西 南 ３ －
１８９ 号 線

新潟市勘助郷屋字
下利１８８番地先 新潟市勘助郷屋字

下利２５０番１地先新潟市勘助郷屋字
大沼３３０番地先

新潟市告示第３０６号

市道路線の廃止について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の路線を廃止する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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西 南 ４ －
１２３ 号 線

新潟市小見郷屋字
三辺２５５番１地先 新潟市小見郷屋字

三辺２６６番地先新潟市小見郷屋字
三辺２７０番１地先

西 南 ４ －
２２１ 号 線

新潟市明田字大面
７４７番１地先 新潟市明田字上谷

４３３番１地先新潟市明田字中筒
上１２１番地先

西 南 ４ －
２３８ 号 線

新潟市明田字屋敷
廻７８７番８地先 新潟市明田字布割

５６１番１地先新潟市明田字上谷
５０８番地先

西 南 ４ －
２３９ 号 線

新潟市明田字屋敷
廻４２４番４地先 新潟市明田字前谷

４７３番地先新潟市明田字前谷
９１１番１地先

西 南 ７ －
９８２ 号 線

新潟市田潟字田潟
２２番１地先 新潟市田潟字田潟

１８番地先新潟市田潟字田潟
５番３地先

西 南 ７ －
９８３ 号 線

新潟市保古野木字
潟向２１９０番地先 新潟市保古野木字

潟向２１９０番地先新潟市保古野木字
潟向２１９０番地先

西 南 ７ －
９８６ 号 線

新潟市田潟字田潟
１８番地先 新潟市田潟字田潟

１８番地先新潟市保古野木字
潟向２１９０番地先

西 ６ －
２ ３ 号 線

新潟市亀貝字前田
３７番地先 新潟市亀貝字堤１４

番１地先新潟市亀貝字堤５１
２番地先

西 ６ －
２ ８ 号 線

新潟市亀貝字堤５１
４番１地先 新潟市亀貝字堤５１

４番１地先新潟市亀貝字堤５１
４番２地先

南 ２ －
７ 号 線

新潟市幸西四丁目
２７４番２地先 新潟市幸西三丁目

２６１番１地先新潟市幸西三丁目
２４８番３地先

東 ９ －
８ ５ 号 線

新潟市北山字屋敷
付７９３番３地先 新潟市北山字前山

６６７番地先新潟市北山字前山
１２０番地先

北 ３ －
３ ５ 号 線

新潟市松浜町字本
村３３０４番２地先 新潟市松浜町字本

村３３０５番２地先新潟市松浜町字本
村３１４１番３０地先

北 ７ －
７ ６ 号 線

新潟市濁川字浦通
６１１番４地先 新潟市濁川字浦通

６１４番１地先新潟市濁川字浦通
６２０番２地先

黒 埼 １ －
３ ０ 号 線

新潟市山田字中道
下の西６３２番地先 新潟市山田字中道

下の中３０３番８地先新潟市山田字下郷
２８３番１地先

黒 埼 １ －
３ ３ 号 線

新潟市山田字中道
上の中４１５番地先 新潟市山田字中道

上の東２７番地先新潟市山田字中道
上の東４６番地先

黒 埼 １ －
２９２ 号 線

新潟市山田字中道
下の西５９８番地先 新潟市山田字中道

下の西６００番１地先新潟市山田字中道
下の西６０１番３地先

黒 埼 １ －
２９３ 号 線

新潟市山田字中道
下の西６２２番地先 新潟市山田字中道

下の西６２０番地先新潟市山田字中道
下の西６３２番１地先

路線名 区 間
敷 地 の

幅員（m）延長（m）

太 平
岡 山 線
２ 号

新潟市松崎字居浦郷１４６９番
１地先から ２．７

～１０．０
５１６．５新潟市松崎字東５０３番地先

まで

松 崎
逢谷内線

新潟市松崎字東５２５番１地
先から ７．７

～１６．９
９５０．８新潟市逢谷内六丁目７８番１

地先まで
太右エ門
新 田
鐘 木 線

新潟市高美町１４１１番１５０地
先から ５．５

～１２．７
７４９．０新潟市上沼６５３番１地先ま

で

西南３－
１８５号線

新潟市勘助郷屋字下沢１４２
番１地先から ３．０

～１２．８
２４３．５新潟市小見郷屋字三辺３５８

番１地先まで

西南３－
１８９号線

新潟市勘助郷屋字下利１８５
番地先から ２．５

～４．１
６１５．８新潟市勘助郷屋字大沼３３０

番地先まで

西南３－
２８２号線

新潟市勘助郷屋字下沢１２９
番１地先から ２．７

～４．５
４７．５新潟市勘助郷屋字下沢１２１

番地先まで

西南３－
２８３号線

新潟市勘助郷屋字下沢１３６
番１地先から ７．２

～１２．０
９４．０新潟市小見郷屋字砂押３７７

番１地先まで

西南３－
２８４号線

新潟市小見郷屋字砂押２５３
番３地先から ６．０

～３３．０
１７１．０新潟市勘助郷屋字下沢１３６

番１地先まで

西南３－
２８５号線

新潟市小見郷屋字砂押２５４
番１地先から ４．０

～９．０
１０４．６新潟市小見郷屋字三辺３５６

番２地先まで

西南３－
２８７号線

新潟市勘助郷屋字下利１８８
番地先から ２．６

～４．７
５８．５新潟市勘助郷屋字下利１８６

番地先まで

西南４－
１２３号線

新潟市小見郷屋字砂押２５４
番１地先から ３．０

～１１．５
１７８．５新潟市小見郷屋字砂押２７０

番１地先まで

西南４－
２２１号線

新潟市明田字大面７４７番１
地先から ２．７

～８．０
９４４．３新潟市明田字中筒上２１５番

１地先まで

西南４－
２３８号線

新潟市明田字屋敷廻７８７番
８地先から ３．３

～２７．０
４４９．２新潟市明田字上谷４９０番１

地先まで

西南４－
２３９号線

新潟市明田字屋敷廻４２４番
１地先から ３．８

～９．５
２５８．５新潟市明田字上谷４７８番３

地先まで

新潟市告示第３０７号

市道区域の決定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように決定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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西南４－
２８８号線

新潟市明田字中筒上２１４番
１地先から ３．３

～４．９
５３６．９新潟市明田字中筒上１３８番

１地先まで

西南４－
２８９号線

新潟市明田字上谷４８１番１
地先から ５．６

～１４．８
３８０．０新潟市明田字前谷８８３番２

地先まで

西南４－
２９０号線

新潟市明田字前谷９１１番１
地先から ３．６

～６．５
１４５．４新潟市明田字前谷８７３番１

地先まで

西南４－
２９１号線

新潟市明田字上谷４６６番１
地先から ３．６

～１４．８
２２０．０新潟市明田字上谷４９６番２

地先まで

西南４－
２９２号線

新潟市明田字上谷４９５番２
地先から ２．３

～１２．６
５４．６新潟市明田字上谷５０８番地

先まで

西 ２ －
２６９号線

新潟市五十嵐二の町７７６１番
６地先から ６．０

～１１．３
１４０．５新潟市五十嵐二の町７７６１番

３６地先まで

西 ４ －
１６４号線

新潟市坂井三丁目１０７１番２
地先から ４．０

～６．６
１３６．０新潟市坂井三丁目１０７５番１０

地先まで

西 ４ －
１６５号線

新潟市坂井東五丁目１１６５番
１０地先から ６．０

～１０．２
１１０．０新潟市坂井東五丁目１９８番

５地先まで

西 ４ －
１６６号線

新潟市坂井東五丁目１９３０番
５地先から ６．０

～１０．３
１１０．０新潟市坂井東五丁目１９２３番

９地先まで

西 ４ －
１６７号線

新潟市坂井東五丁目１９３２番
３地先から ６．０

～１０．３
１１０．０新潟市坂井東五丁目１９２１番

４地先まで

西 ６ －
２３号 線

新潟市亀貝字前田３７番地先
から ３．７

～１０．２
５８５．７新潟市亀貝字堤５１２番６地

先まで

西 ６ －
５４号 線

新潟市新田字浜野１９４番１
地先から ５．５

～６．２
３３４．５新潟市新田字浜野２１２番５

地先まで

西 ６ －
５５号 線

新潟市新田字浜野１０３０番地
先から ４．０

～７．７
３５３．０新潟市新田字浜野９４３番１

地先まで

西 ７ －
１３４号線

新潟市小新西二丁目２６９０番
１地先から ６．０

～９．０
２７８．０新潟市小新西二丁目２５５８番

３地先まで

西 ７ －
１３５号線

新潟市小新西一丁目１０８０番
２４地先から ４．７

～７．８
９９．０新潟市小新西一丁目１０８０番

２７地先まで

中央２－
１７６号線

新潟市関屋大川前一丁目２１
４３番３９地先から １７．０

～３０．０
４３．０新潟市関屋大川前一丁目２１

４３番３８地先まで

南 ２ －
７ 号 線

新潟市幸西三丁目２４８番３
地先から ５．５

～１６．６
５９６．０新潟市幸西四丁目２７３番１０

地先まで

南 ４ －
１１８号線

新潟市新和二丁目１７３番６
地先から ６．０

～１０．３
１４５．４新潟市新和二丁目１４３番３１

地先まで

南 ７ －
３５７号線

新潟市鳥屋野字中沼４１１番
１０地先から ６．０

～１０．２
１６８．１新潟市鳥屋野字中沼４１１番

４地先まで

南 ８ －
２８３号線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３
番８地先から ７．０

～１１．２
１０７．０新潟市酒屋町字屋敷付８２１

番２６地先まで

南 ８ －
２８４号線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３
番３地先から ６．０

～１０．３
９５．５新潟市酒屋町字屋敷付８６３

番８地先まで

南 ８ －
２８５号線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３
番９地先から ６．０

～１０．３
９５．５新潟市酒屋町字屋敷付８６３

番１５地先まで

東 ２ －
１１７号線

新潟市宝町３７番５８地先から
７．３ ４３．０新潟市宝町３７番２８６地先ま

で

東 ５ －
２１５号線

新潟市牡丹山三丁目１０番３
地先から ６．０

～１１．０
１５８．７新潟市牡丹山三丁目１０番２４

地先まで

東 ５ －
２１６号線

新潟市上木戸四丁目１０４８番
１地先から ４．０

～６．０
８０．０新潟市はなみずき一丁目１０

２番７地先まで

東 ９ －
８５号 線

新潟市北山字屋敷付７７８番
１地先から ５．０

～１３．０
４２９．３新潟市北山字前山４４番地先

まで

東 ９ －
１４９号線

新潟市丸山字清水が丘１１６
番地先から ５．５ ２００．０新潟市丸山字清水が丘１０２
番地先まで

北 ３ －
３５号 線

新潟市松浜本町一丁目３３０３
番１地先から ２．６ ２９．０新潟市松浜本町一丁目３１４１
番９地先まで

北 ７ －
７６号 線

新潟市濁川字浦通６１１番４
地先から ３．８

～６．０
１７６．０新潟市濁川字浦通６２０番２

地先まで

黒埼１－
３０号 線

新潟市山田字中道下の西３３
８５番地先から ３．６

～１３．８
４３７．８新潟市山田字中道下郷２３８

番２地先まで

黒埼１－
３３号 線

新潟市山田字中道上の東３３
０３番地先から ２．７ １３７．５新潟市山田字中道上の東４６
番地先まで

路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

松 崎
逢 谷 内 線

新潟市松崎字東５２５番１地先から
新潟市逢谷内六丁目７８番１地先まで

平成１６年
１０月１日

太 右 エ 門
新田鐘木線

新潟市高美町１４１１番１５０地先から
新潟市上沼６５３番１地先まで

新潟市告示第３０８号

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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西 南 ３ －
１８５号 線

新潟市勘助郷屋字下沢１４２番１地先から
新潟市小見郷屋字三辺３５８番１地先まで

西 南 ３ －
１８９号 線

新潟市勘助郷屋字下利１８５番地先から
新潟市勘助郷屋字大沼３３０番地先まで

西 南 ３ －
２８２号 線

新潟市勘助郷屋字下沢１２９番１地先から
新潟市勘助郷屋字下沢１２１番地先まで

西 南 ３ －
２８３号 線

新潟市勘助郷屋字下沢１３６番１地先から
新潟市小見郷屋字砂押３７７番１地先まで

西 南 ３ －
２８４号 線

新潟市小見郷屋字砂押２５３番３地先から
新潟市勘助郷屋字下沢１３６番１地先まで

西 南 ３ －
２８５号 線

新潟市小見郷屋字砂押２５４番１地先から
新潟市小見郷屋字三辺３５６番２地先まで

西 南 ３ －
２８７号 線

新潟市勘助郷屋字下利１８８番地先から
新潟市勘助郷屋字下利１８６番地先まで

西 南 ４ －
１２３号 線

新潟市小見郷屋字砂押２５４番１地先から
新潟市小見郷屋字砂押２７０番１地先まで

西 南 ４ －
２２１号 線

新潟市明田字大面７４７番１地先から
新潟市明田字中筒上２１５番１地先まで

西 南 ４ －
２３８号 線

新潟市明田字屋敷廻７８７番８地先から
新潟市明田字上谷４９０番１地先まで

西 南 ４ －
２３９号 線

新潟市明田字屋敷廻４２４番１地先から
新潟市明田字上谷４７８番３地先まで

西 南 ４ －
２８８号 線

新潟市明田字中筒上２１４番１地先から
新潟市明田字中筒上１３８番１地先まで

西 南 ４ －
２８９号 線

新潟市明田字上谷４８１番１地先から
新潟市明田字前谷８８３番２地先まで

西 南 ４ －
２９０号 線

新潟市明田字前谷９１１番１地先から
新潟市明田字前谷８７３番１地先まで

西 南 ４ －
２９１号 線

新潟市明田字上谷４６６番１地先から
新潟市明田字上谷４９６番２地先まで

西 南 ４ －
２９２号 線

新潟市明田字上谷４９５番２地先から
新潟市明田字上谷５０８番地先まで

西 ２ －
２６９号 線

新潟市五十嵐二の町７７６１番６地先から
新潟市五十嵐二の町７７６１番３６地先まで

西 ４ －
１６４号 線

新潟市坂井三丁目１０７１番２地先から
新潟市坂井三丁目１０７５番１０地先まで

西 ４ －
１６５号 線

新潟市坂井東五丁目１１６５番１０地先から
新潟市坂井東五丁目１９８番５地先まで

西 ４ －
１６６号 線

新潟市坂井東五丁目１９３０番５地先から
新潟市坂井東五丁目１９２３番９地先まで

西 ４ －
１６７号 線

新潟市坂井東五丁目１９３２番３地先から
新潟市坂井東五丁目１９２１番４地先まで

西 ６ －
２３ 号 線

新潟市亀貝字前田３７番地先から
新潟市亀貝字堤５１２番６地先まで

西 ６ －
５４ 号 線

新潟市新田字浜野１９４番１地先から
新潟市新田字浜野２１２番５地先まで

西 ６ －
５５ 号 線

新潟市新田字浜野１０３０番地先から
新潟市新田字浜野９４３番１地先まで

西 ７ －
１３４号 線

新潟市小新西二丁目２６９０番１地先から
新潟市小新西二丁目２５５８番３地先まで

西 ７ －
１３５号 線

新潟市小新西一丁目１０８０番２４地先から
新潟市小新西一丁目１０８０番２７地先まで

中 央 ２ －
１７６号 線

新潟市関屋大川前一丁目２１４３番３９地先から
新潟市関屋大川前一丁目２１４３番３８地先まで

南 ２ －
７ 号 線

新潟市幸西三丁目２４８番３地先から
新潟市幸西四丁目２７３番１０地先まで

南 ４ －
１１８号 線

新潟市新和二丁目１７３番６地先から
新潟市新和二丁目１４３番３１地先まで

南 ７ －
３５７号 線

新潟市鳥屋野字中沼４１１番１０地先から
新潟市鳥屋野字中沼４１１番４地先まで

南 ８ －
２８３号 線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３番８地先から
新潟市酒屋町字屋敷付８２１番２６地先まで

南 ８ －
２８４号 線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３番３地先から
新潟市酒屋町字屋敷付８６３番８地先まで

南 ８ －
２８５号 線

新潟市酒屋町字屋敷付８６３番９地先から
新潟市酒屋町字屋敷付８６３番１５地先まで

東 ２ －
１１７号 線

新潟市宝町３７番５８地先から
新潟市宝町３７番２８６地先まで

東 ５ －
２１５号 線

新潟市牡丹山三丁目１０番３地先から
新潟市牡丹山三丁目１０番２４地先まで

東 ５ －
２１６号 線

新潟市上木戸四丁目１０４８番１地先から
新潟市はなみずき一丁目１０２番７地先まで

東 ９ －
８５ 号 線

新潟市北山字屋敷付７７８番１地先から
新潟市北山字前山４４番地先まで

東 ９ －
１４９号 線

新潟市丸山字清水が丘１１６番地先から
新潟市丸山字清水が丘１０２番地先まで

北 ３ －
３５ 号 線

新潟市松浜本町一丁目３３０３番１地先から
新潟市松浜本町一丁目３１４１番９地先まで

北 ７ －
７６ 号 線

新潟市濁川字浦通６１１番４地先から
新潟市濁川字浦通６２０番２地先まで

黒 埼 １ －
３３ 号 線

新潟市山田字中道上の東３３０３番地先から
新潟市山田字中道上の東４６番地先まで

路 線 名 区 間 一部 供 用
開始年月日

太平岡山線
２ 号

新潟市松崎字居浦郷１４６９番１地先から
新潟市松崎字東４９３番地先まで

平成１６年
１０月１日

黒 埼 １ －
３０ 号 線

新潟市山田字中道下の中３０３番８地先から
新潟市山田字下郷２３８番２地先まで

氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 指 定

年月日
木村 洋 耳 鼻

咽 喉 科
耳鼻咽喉科
木村医院

新潟市寄居町
４５８５

平成１６年
９月１日

城倉雅次 整形外科 桑名病院 新潟市河渡甲
１４０

平成１６年
９月１日

森田幸太郎 脳 神 経
外 科

桑名病院 新潟市河渡甲
１４０

平成１６年
９月１日

畠野達郎 内 科 桑名病院 新潟市河渡甲
１４０

平成１６年
９月１日

伊藤一寿 内 科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１６年
９月１日

横田さおり 内 科 新潟市民病院 新潟市紫竹山２
－６－１

平成１６年
９月１日

宮尾益道 耳 鼻
咽 喉 科

新潟大学医歯学
総合病院

新潟市旭町通１
－７５４

平成１６年
９月１日

坂井健二 神経内科 新潟脳外科病院 新潟市山田３０５７平成１６年
９月１日

新潟市告示第３０９号

市道路線の一部供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の一部供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３１０号

身体障害者福祉法による医師の指定および辞退

について

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１

項の規定に基づき，次のとおり医師を指定したので告示

します。

また，同法施行令（昭和２５年政令第７８号）第１条の２，

第２項の規定により，下記の指定医師は，その指定を辞

退したのであわせて告示します。

平成１６年１０月４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

指 定
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氏 名 担当する
医療の種類

従事する病院又
は診療所の名称 所 在 地 辞 退

年月日
池田 純 眼 科 県立加茂病院 加茂市青海町１

－９－１
平成１６年
９月１日

金澤雅人 神経内科 佐渡総合病院 佐渡市千種１１３
－１

平成１６年
９月１日

畑瀬哲尚 眼 科 県立十日町病院 十日町市大字高
山３２－９

平成１６年
９月１日

辞 退

新潟市告示第３１１号

決算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規

定により平成１５年度新潟市企業会計の決算の要領を次の

とおり告示します。

平成１６年１０月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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０
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，０３
０，
３８
５，
００
０

１５
，０３
０，
３８
５，
００
０
１４
，８５
６，
１６
０，
５０
２

１７
４，
２２
４，
４９
８（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
２９
６，
０７
６，
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，５
０５
，０
００

２０
６
，３
２２
，０
００

１９
４
，９
８８
，０
８５

△
１１
，３
３３
，９
１５
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

４１
１
，１
１１
円
）

第
１
項

医
業

収
益

１０
８
，８
１１
，０
００

１０
８
，８
１１
，０
００

１０
０
，８
３９
，３
５２

△
７
，９
７１
，６
４８
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

４０
２
，６
８７
円
）

第
２
項

医
業
外
収
益

９９
，７
１５
，０
００

△
２
，５
０５
，０
００

９７
，２
１０
，０
００

９４
，０
３０
，１
５０

△
３
，１
７９
，８
５０
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

７
，１
１４
円
）

第
３
項

特
別

利
益

３０
１
，０
００

３０
１
，０
００

１１
８
，５
８３

△
１８
２
，４
１７
（
う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１
，３
１０
円
）
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２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
小

計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓
次
繰

越
額
に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

市
民
病
院
資
本
的
収
入
１
，０
７３
，５
３１
，０
００

１０
，６
２１
，０
００
１
，０
８４
，１
５２
，０
００

１
，０
８４
，１
５２
，０
００
１
，０
０７
，２
４２
，６
１２

△
７６
，９
０９
，３
８８

第
１
項

企
業

債
７３
４
，９
００
，０
００

７３
４
，９
００
，０
００

７３
４
，９
００
，０
００

６７
３
，４
００
，０
００

△
６１
，５
００
，０
００

第
２
項

補
助

金
８
，７
２０
，０
００

１４
，６
７３
，０
００

２３
，３
９３
，０
００

２３
，３
９３
，０
００

１４
，６
６５
，２
４７

△
８
，７
２７
，７
５３

第
３
項

負
担
金
交
付
金

３２
９
，９
１１
，０
００

△
４
，０
５２
，０
００

３２
５
，８
５９
，０
００

３２
５
，８
５９
，０
００

３１
８
，３
１３
，３
６５

△
７
，５
４５
，６
３５

第
４
項

貸
付
金
返
還
金

０
０

０
８６
４
，０
００

８６
４
，０
００

第
２
款

大
山
台
診
療
所
資
本
的
収
入

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６０
，１
０５

△
４
，８
９５

第
１
項

負
担
金
交
付
金

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６５
，０
００

１５
，４
６０
，１
０５

△
４
，８
９５

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
流
用

増
減

額
小

計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次
繰

越
額

合
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
の
規

定
に
よ
る

繰
越
額

継
続
費

逓
次
繰

越
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

市
民
病
院
資
本
的
支
出
１，
３２
０，
３３
０，
００
０

６，
５６
８，
００
０

１，
３２
６，
８９
８，
００
０

９０
０
，０
００
１，
３２
７，
７９
８，
００
０
１，
２３
４，
１３
３，
１６
７

９３
，６６
４，
８３
３（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
３５
，７１
２，
２０
７円
）

第
１
項

建
設
改
良
費

９１
８，
３９
７，
００
０

６，
５６
８，
００
０

９２
４，
９６
５，
００
０

９０
０
，０
００

９２
５，
８６
５，
００
０
８３
２，
２０
１，
１０
７

９３
，６６
３，
８９
３（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
３５
，７１
２，
２０
７円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

４０
１，
９３
３，
００
０

４０
１，
９３
３，
００
０

４０
１，
９３
３，
００
０
４０
１，
９３
２，
０６
０

９４
０

第
２
款

大
山
台
診
療
所
資
本
的
支
出

１５
，４６
５，
００
０

１５
，４６
５，
００
０

１５
，４６
５，
００
０

１５
，４６
０，
１０
５

４，
８９
５（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１３
，００
０円
）

第
１
項

建
設
改
良
費

２７
７，
００
０

２７
７，
００
０

２７
７，
００
０

２７
３，
００
０

４，
００
０（
う
ち
，仮
払
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１３
，００
０円
）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

１５
，１８
８，
００
０

１５
，１８
８，
００
０

１５
，１８
８，
００
０

１５
，１８
７，
１０
５

８９
５

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
２２
６
，８
９０
，５
５５
円
は
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
８９
１
，５
３５
円
及
び
過
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２２
５
，９
９９
，０
２０
円
で
補
て
ん
し

た
。
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Ⅰ
平
成
１５
年
度
新
潟
市
水
道
事
業
決
算
報
告
書

１
．
収
益
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額

補
正
予
算
額

小
計

地
方
公
営
企
業

法
第
２４
条
第
３

項
の
規
定
に
よ

る
支
出
額
に
係

る
財
源
充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

収
益
１２
，９
３２
，０
４５
，０
００

０
１２
，９
３２
，０
４５
，０
００

０
０
１２
，９
３２
，０
４５
，０
００
１２
，８
５５
，８
７３
，３
１２

△
７６
，１
７１
，６
８８

第
１
項

営
業

収
益
１１
，９
８９
，５
２７
，０
００

０
１１
，９
８９
，５
２７
，０
００

０
０
１１
，９
８９
，５
２７
，０
００
１１
，８
１９
，４
４６
，３
８７

△
１７
０
，０
８０
，６
１３
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
５１
４，
６９
０，
９３
１円
）

第
２
項

営
業
外
収
益

９４
２
，５
１６
，０
００

０
９４
２
，５
１６
，０
００

０
０

９４
２
，５
１６
，０
００

１
，０
２５
，０
２７
，７
３４

８２
，５
１１
，７
３４
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１３
，７４
７，
３１
８円
）

第
３
項

特
別

利
益

２
，０
００

０
２
，０
００

０
０

２
，０
００

１１
，３
９９
，１
９１

１１
，３
９７
，１
９１
（う
ち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

４２
，５０
１円
）

支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額
流
用
増
減
額

地
方
公
営

企
業
法
第

２４
条
第
３

項
の
規
定

に
よ
る
支

出
額

小
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続

費
逓

次
繰

越
額

合
計

地
方
公
営

企
業
法
第

２６
条
第
２

項
の
規
定

に
よ
る
繰

越
額

継
続
費

逓
次
繰

越
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

事
業

費
１０
，２４
０，
５７
０，
００
０
△
３６
，２４
６，
００
０

０
０

０
１０
，２０
４，
３２
４，
００
０

０
０
１０
，２０
４，
３２
４，
００
０
９，
５３
５，
６７
４，
３４
６

０
９５
，３６
２，
５７
５
９５
，３６
２，
５７
５
５７
３，
２７
７，
０７
９

第
１
項

営
業

費
用

８，
８８
９，
５９
７，
００
０
△
９０
，２９
４，
００
０

０
０

０
８，
７９
９，
３０
３，
００
０

０
０
８，
７９
９，
３０
３，
００
０
８，
１５
０，
８０
２，
８６
２

０
９５
，３６
２，
５７
５
９５
，３６
２，
５７
５
５５
３，
１３
７，
５６
３（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税１６
９，１
１０，
２９３
円）

第
２
項

営
業
外
費
用

１，
３２
９，
０１
５，
００
０

５４
，０４
８，
００
０

０
０

０
１，
３８
３，
０６
３，
００
０

０
０
１，
３８
３，
０６
３，
００
０
１，
３７
６，
４４
７，
８２
０

０
０

０
６，
６１
５，
１８
０（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税３
，３２
８，５
００
円）

第
３
項

特
別

損
失

１６
，９５
８，
００
０

０
０

０
０

１６
，９５
８，
００
０

０
０

１６
，９５
８，
００
０

８，
４３
３，
６６
４

０
０

０
８，
５２
４，
３３
６（
うち
，仮払

消費
税及
び

地
方
消
費
税
３９６
，６３
０円
）

第
４
項

予
備

費
５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

５，
００
０，
００
０

０
０

０
０

５，
００
０，
００
０
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支
出

区
分

予
算

額

決
算
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用
額

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
予
備

費
支

出
額

流
用

増
減

額

地
方
公
営
企

業
法
第
２６
条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費

逓
次

繰
越
額

合
計

地
方
公
営
企

業
法
第２
６条

の
規
定
に
よ

る
繰
越
額

継
続
費
逓
次

繰
越

額
合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本

的
支

出
９，
２２
９，
０１
６，
００
０
△１
，１５
７，
０９
５，
００
０

０
０

２７
，６２
６，
６２
６

１０
２，
９６
３，
８２
１
８，
２０
２，
５１
１，
４４
７
７，
５５
８，
０７
７，
７３
２
７６
，０８
６，
７５
０
１７
，１９
９，
００
７
９３
，２８
５，
７５
７
５５
１，
１４
７，
９５
８

第
１
項

建
設
改
良
費

８，
０４
９，
５３
２，
００
０
△１
，１５
７，
０９
５，
００
０

０
０

２７
，６２
６，
６２
６

１０
２，
９６
３，
８２
１
７，
０２
３，
０２
７，
４４
７
６，
３７
８，
５９
４，
０６
７
７６
，０８
６，
７５
０
１７
，１９
９，
００
７
９３
，２８
５，
７５
７
５５
１，
１４
７，
６２
３
（う

ち，
仮払

消費
税及

び
地方

消費
税
２８６
，７１３
，８９４
円）

第
２
項

企
業
債
償
還
金

１，
１７
９，
４８
４，
００
０

０
０

０
０

０
１，
１７
９，
４８
４，
００
０
１，
１７
９，
４８
３，
６６
５

０
０

０
３３
５

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に
不
足
す
る
額
３
，３
６２
，０
７５
，２
９９
円
は
，
当
年
度
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
２８
６
，４
９７
，７
０５
円
，
当
年
度
損
益
勘
定
留
保
資
金
２
，１
５８
，１
１７
，３
６１
円
，
減

債
積
立
金
１１
５
，２
５８
，０
００
円
，
建
設
改
良
積
立
金
８０
２
，２
０２
，２
３３
円
で
補
て
ん
し
た
。

２
．
資
本
的
収
入
及
び
支
出

収
入

区
分

予
算

額

決
算

額
予
算
額
に
比
べ

決
算
額
の
増
減

備
考

当
初
予
算
額
補
正
予
算
額
小

計

地
方
公
営
企
業

法
第
２６
条
の
規

定
に
よ
る
繰
越

額
に
係
る
財
源

充
当
額

継
続
費
逓

次
繰
越
額

に
係
る
財

源
充
当
額

合
計

円
円

円
円

円
円

円
円

第
１
款

資
本

的
収

入
５
，１
９７
，６
３９
，０
００
△
９７
３
，０
１３
，０
００

４
，２
２４
，６
２６
，０
００

０
９３
，０
００
，０
００

４
，３
１７
，６
２６
，０
００

４
，１
９６
，０
０２
，４
３３
△
１２
１
，６
２３
，５
６７

第
１
項

企
業

債
３
，９
３５
，０
００
，０
００
△
７９
９
，０
００
，０
００

３
，１
３６
，０
００
，０
００

０
６９
，０
００
，０
００

３
，２
０５
，０
００
，０
００

３
，２
０５
，０
００
，０
００

０
第
２
項

国
庫
補
助
金

２４
７
，３
６２
，０
００
△
２５
，０
１３
，０
００

２２
２
，３
４９
，０
００

０
０

２２
２
，３
４９
，０
００

２２
２
，３
４９
，２
２６

２２
６

第
３
項

出
資

金
３４
６
，０
００
，０
００
△
１４
９
，０
００
，０
００

１９
７
，０
００
，０
００

０
２４
，０
００
，０
００

２２
１
，０
００
，０
００

２２
０
，０
００
，０
００
△

１
，０
００
，０
００

第
４
項

固
定
資
産
売
却
代
金

１０
，０
００

０
１０
，０
００

０
０

１０
，０
００

５４
８
，０
２６

５３
８
，０
２６
（
うち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

１８
，３７
５円
）

第
５
項

工
事
負
担
金

７
，３
５０
，０
００

０
７
，３
５０
，０
００

０
０

７
，３
５０
，０
００

２
，５
０３
，１
１６
△

４
，８
４６
，８
８４
（
うち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
１１
９，
１９
６円
）

第
６
項

消
火
栓
設
置
負
担
金

５９
，４
９４
，０
００

０
５９
，４
９４
，０
００

０
０

５９
，４
９４
，０
００

４８
，０
３９
，６
７３
△
１１
，４
５４
，３
２７

第
７
項

補
償

金
３１
９
，４
７７
，０
００

０
３１
９
，４
７７
，０
００

０
０

３１
９
，４
７７
，０
００

２１
４
，９
１１
，４
０８
△
１０
４
，５
６５
，５
９２

第
８
項

共
同
施
設
改
良
負
担
金

１
，９
４６
，０
００

０
１
，９
４６
，０
００

０
０

１
，９
４６
，０
００

１
，６
５０
，９
８４
△

２９
５
，０
１６
（
うち
，仮
受
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税

７８
，６１
８円
）

第
９
項

投
資
償
還
金

２８
１
，０
００
，０
００

０
２８
１
，０
００
，０
００

０
０

２８
１
，０
００
，０
００

２８
１
，０
００
，０
００

０
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平成１５年度新潟市公営企業会計決算審査意見

第１ 審査の対象

平成１５年度新潟市病院事業会計決算

平成１５年度新潟市水道事業会計決算

平成１５年度新潟市各事業会計決算に関する証書類，

事業報告書及び政令で定めるその他の書類

第２ 審査の期間

平成１６年６月１日から平成１６年７月２７日

第３ 審査の方法

１ 審査は，各事業会計の決算書類が関係法令に準拠し

て作成されているか否か，並びにその企業の経営成績

及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証す

るとともに，主として年度比較によって事業の推移を

把握し，その経営の内容を分析した。

２ 審査にあたっては，決算書類と会計諸帳簿，証書類

との照合，実地審査及び事業関係者に対する質問等の

方法により行った。

第４ 審査の結果

審査に付された各事業会計の決算書類は，関係法令に

準拠して作成されており，かつ，計数は各企業の経営成

績及び財政状態を適正に表示しているものと認めた。

第５ 所 見

１ 病院事業会計

! 新潟市民病院について

当年度の業務状況については，入院部門は一般病

床７０６床，感染症病床１８床の計７２４床で，外来部門は月

曜日から金曜日までの週５日制で，それぞれ業務を

行った。

建設改良工事としては重症急性呼吸器症候群

（SARS）等に対応する外来診察施設の整備を行っ

た。また，医療機器等の整備については，白内障手

術装置の更新等を行うとともに高度医療機器である

磁気共鳴画像診断装置（MRI）等についてはリース

契約により整備を行っている。

ア 利用概況

当年度の延利用患者数は５４万５，５５４人（前年度比

較△３，２６７人，０．６％減）で，このうち入院患者は

２３万２，６９６人（同△５１５人，０．２％減），外来患者は

３１万２，８５８人（同△２，７５２人，０．９％減）であった。

また，入院患者の１日平均は６３５．８人（前年度比

較３．１人減），病床利用率は９０．１％（同０．４ポイント

減）で，外来患者の１日平均は，１，２７１．８人（同１６．４

人減）となった。

なお，感染症の入院患者はいなかった。

イ 経営状況

当年度の経営収支をみると，事業収益は１５３億

４，１６７万円，事業費用は１４８億７，５８５万円で，差し引

き４億６，５８１万円の純利益を計上した。この純利益

を全額前年度からの繰越欠損金の処理に充てたこ

とにより，翌年度への繰越欠損金は６３億６，１１１万円

に減少している。一方，医業収支は，医業収益が

１３７億９３６万円，医業費用が１４２億３，４４４万円で，医業

損失は前年度より４億７，０３０万円少ない５億２，５０８

万円となっている。

なお，看護専門学校の廃止により，当年度から

附帯事業の収支計上がなくなった。

各種分析比率については，まず，経営活動の成

果を表す比率をみると，総収益と総費用の対比を

示す総収支比率は１０３．１％（前年度比較３．４ポイン

ト増），経常的な収益と費用の対比を示す経常収支

比率は１０３．９％（同３．６ポイント増），医業収支比率

は９６．３％（同３．３ポイント増）と上昇している。

次に，資金繰りを表す比率についてみると，２００

％以上が理想値とされる流動比率は４６８．０％（同

８４．９ポイント増），１００％以上が理想値とされる当

座比率は４６５．４％（同８４．３ポイント増），２０％以上が

理想値とされる現金預金比率は１９８．３％（同３５．７ポ

イント増）といずれも上昇している。

ウ む す び

当年度は，地域の中核病院として前年度に引き

続き他の医療機関との連携を進めながら，救急医

療，高度医療や感染症への対応を行うとともに，

外部からの看護実習生の受入など医療スタッフの

人材育成なども行い，自治体病院としての役割を

果たし，市民の福祉の増進に努力をしていること

が認められた。

また，平成１６年２月に地域医療支援病院として

の承認を受けたことから，今後は地域医療連携の

要として他の病院からの紹介患者の受入や救急医

療に更に力を注ぐことにより，市民に対してより

効率的で適切な医療の提供ができる医療体制の実

現に寄与していくことが望まれる。

経営状況については，当年度は前年度と比べて

患者数は減ったものの，入院収益をはじめとする

医業収益は大幅に増加している。一方，医業費用

は診療材料費や薬品費，医療機器の賃借料などが

増加したが，給与改定などによる給与費の減少や

減価償却費の減少に加えて委託契約の見直しなど

による経費の削減などにも努めた結果，医業損失

が大幅に縮少し，純利益は過去最高の４億６，５８１万

円となった。

財政状態については，新病院建設事業などにか
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かる企業債の発行により借入資本金が増加した一

方で，純利益分繰越欠損金が減少している。また，

現金預金及び入院収益の未収金など流動資産が増

加したことなどにより，流動比率など資金の短期

流動性を示す各比率は上昇したが既に必要な水準

を十分満たしている。内部留保金についても前年

度に比べて更に増加している。

以上のとおり当年度の決算は良好なものであっ

たが，更に患者サービスの向上に努めるととも

に，なお一層の職員の研究研修などにより医療の

質の向上を図り，各部門ごとのコスト分析を行う

ことにより経営の効率化改善を推進していくこと

を望むものである。

なお，病院では安全管理のための組織を設置す

るなど事故の防止に努めているところであるが，

当年度も前年度に引き続き医療事故に対する賠償

金の支払があった。また，コンピューターシステ

ムの不備により過年度に生じた医療費の請求誤り

についても事務処理を継続中である。

今後とも一層安全で良質な患者本位の医療サー

ビスの提供に努め，事務的にも適切に対応すると

ともに，市民の信頼と期待に応えられるよう，引

き続き努力をされたい。

# 附属大山台診療所について

当年度の業務状況については，入院部門は一般病

床１９床で，外来部門は市民病院同様，週５日制でそ

れぞれ業務を行った。

年間利用患者数は入院患者５，３７９人，外来患者９，４３

３人で，利用患者数の対前年度比較では，入院患者

は１２１人の増，外来患者は２８３人の減となった。また，

１日平均利用状況は，入院患者１４．７人，外来患者３８．３

人で，病床利用率は７７．４％（前年度比較１．６ポイント

増）であった。

経営状況については，医業収益が外来収益の減な

どにより１億４３万円（前年度比較３４０万円減）である

のに対し，医業費用は１億８，３６４万円（同６３９万円減）

であり，８，３２０万円（同２９９万円減）の医業損失を生じ

たが，一般会計繰入金を含めた事業収支全体では，

差引きゼロであった。

以上のように，当年度は入院患者数が増えたもの

の外来患者数は減少し，入院収益，外来収益とも前

年度より減少し，運営に係る収支不足額として９，３８３

万円を一般会計から受け入れており，経営状況は依

然として厳しい状況であった。

当診療所は，平成１６年度末をもって閉院する予定

であるが，関係者の理解を得ながら円滑に手続きが

進められていくことを望むものである。

２ 水道事業会計

当年度の業務状況については，給水人口が５１万５，４８９

人で，前年度に比べ１，６８５人（０．３％）の増，給水戸数は

１９万５，５３５戸で前年度に比べ２，４９２戸（１．３％）の増とそ

れぞれ増加しており，普及率は９９．７％であった。

建設改良事業については，平成１２年度から継続して

いる（仮称）信濃川浄水場建設工事を進めるとともに，

老朽管の取り替えや配水管幹線の整備等も積極的に行

い，太郎代地区についても配水管を布設し，給水を開

始している。

" 利用概況

年間総配水量は，７，４３５万７，１６５!で前年度に比べ
１２３万５，６９５!（１．６％）減少している。
有収率は９５．１９％で０．１８ポイント低下している。ま

た，施設利用率は５６．４％で前年度に比べ１．１ポイン

ト，最大稼働率は６６．１％で４．１ポイント低下した。

# 経営状況

当年度の経営収支をみると，事業収益は１２３億２，７

３９万円，事業費は９２億９，８９０万円で３０億２，８４８万円の

純利益を計上し，これを減債積立金に１億５，１４２万

円，建設改良積立金に８億７，７０６万円それぞれ処分を

予定し２０億円は翌年度繰越利益剰余金としている。

各種分析比率については，まず，経営活動の成果

を表す比率についてみると，総収益と総費用の対比

を示す総収支比率は１３２．６％（前年度比較８．７ポイン

ト増），経常的な収益と費用の対比を示す経常収支比

率は１３２．６％（同９．０ポイント増），営業収支比率は

１４１．６％（同４．６ポイント増）でいずれも前年度に比べ

上昇している。

次に，資金繰りを表す比率についてみると，２００％

以上が理想値とされる流動比率は２０１．０％（同２２．９ポ

イント増）となり，１００％以上が理想値とされる当座

比率は１９８．２％（同２３．２ポイント増），２０％以上が理想

値とされる現金預金比率は１７１．７％（同２１．２ポイント

増）といずれも前年度に比べ上昇している。

また，料金収入に対していくらの企業債元利償還

金があるかを示す企業債元利償還金対料金収入比率

は２３．１％（同０．２ポイント増）となっている。

$ む す び

当年度は，（仮称）信濃川浄水場建設事業の配水ポ

ンプ場築造工事及び配水一次処理施設築造工事を完

成させるとともに，配水管整備事業や老朽管改良事

業などの推進に努め，給水の円滑，安定化を図るな

ど積極的に事業を実施していることが認められた。

経営状況については，営業収支についてみてみる

と配水量の減少に伴い，給水収益が減少したことな

どから営業利益は前年度と比べて２億６６６万円の減

となった一方で，薬品費や修繕費などが減少したほ

か設計積算 CADシステムの導入などにより職員数

46 平成１６年１１月１５日 第７４１号 新 潟 市 公 報



を減少させたことや委託契約の見直しなど費用の削

減に努めた結果，営業費用は４億２，３６０万円の減とな

り，営業利益は２億１，６９４万円増加している。

事業全体では，当年度は５億８，９３２万円のガス事業

清算事業会計からの繰入金があったことなどから前

年度と比べて事業収益は３億７，８０２万円の増となっ

た一方で，事業費は前年度と比べて３億４，５３１万円の

減となり，純利益は前年度と比べて７億２，３３３万円の

増となっている。

財政状態については，資本についてみてみると（仮

称）信濃川浄水場建設事業に係る企業債の発行によ

り借入資本金が２０億２，５５１万円と大幅に増加してい

るが，当年度の純利益が増えたことにより利益剰余

金も２１億１，１０２万円増加している。また，流動負債は

前年度と比べ未払金が９億９，０６５万円増加したもの

の，流動資産も現金預金が２８億３，６０１万円増加したこ

とにより，流動比率は上昇し，良好な水準にあると

いえる。

当年度は，前年度に比べ営業収益は減少したもの

の，入札制度の改革に取り組むなど業務の適正化を

図るとともに人件費を削減するなど経費の削減に努

め，また，コンビニエンスストアでの水道料金の収

納を始めるなど利用者に対するサービスの向上にも

努めていることが認められた。

配水量が実質９年連続して減少し，今後も大幅な

給水収益の増加は期待できない状況であり，依然と

して厳しい経営環境にあるが，更に経営の健全化に

努めるとともに，引き続き災害に備えた対応や安全

な水の供給と安定給水を確保されるよう望むもので

ある。

なお，近隣市町村との合併に伴い，当事業も格段

に広域化することから，今後は長期的視点に立っ

て，より一層効率的な事業の運営や施設の活用にも

努められたい。

新潟市告示第３１２号

予算の要領について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規

定により平成１６年度新潟市一般会計及び特別会計の各補

正予算の要領を次のとおり告示します。

平成１６年１０月６日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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平成１６年度新潟市一般会計補正予算（第３号）

平成１６年度新潟市の一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５５０，２０９千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１９５，４８６，０７９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条 債務負担行為の追加は，「第２表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は，「第３表 地方債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 市 税 ８０，７５８，２５８ △ ３７２，１９６ ８０，３８６，０６２

１ 市 民 税 ３０，７１１，１６７ △ ３７２，１９６ ３０，３３８，９７１

９ 地 方 交 付 税 ２３，６００，０００ △ ２９２，８８６ ２３，３０７，１１４

１ 地 方 交 付 税 ２３，６００，０００ △ ２９２，８８６ ２３，３０７，１１４

１４ 国 庫 支 出 金 ２０，００８，７４８ ６，０２９ ２０，０１４，７７７

２ 国 庫 補 助 金 ４，９０５，２５５ ６，０２９ ４，９１１，２８４

１５ 県 支 出 金 ３，９８７，３５３ ８６，９８７ ４，０７４，３４０

２ 県 補 助 金 １，５６７，４９１ ６７，５００ １，６３４，９９１

３ 委 託 金 １，０２１，４１６ １９，４８７ １，０４０，９０３

２０ 諸 収 入 １３，７７２，７１１ １，６５７ １３，７７４，３６８

２ 貸 付 金 元 利 収 入 １３，４１９，３４９ １，２７６ １３，４２０，６２５

３ 受 託 事 業 収 入 ９，６３１ ２２６ ９，８５７

４ 雑 入 ２４４，０８１ １５５ ２４４，２３６

２１ 市 債 ２７，２６２，５００ ２０，２００ ２７，２８２，７００

１ 市 債 ２７，２６２，５００ ２０，２００ ２７，２８２，７００

歳 入 合 計 １９６，０３６，２８８ １１４，８７３
△ ６６５，０８２ １９５，４８６，０７９
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歳 出 （単位 千円）

第２表 債務負担行為補正

１ 追 加 （単位 千円）

第３表 地方債補正

１ 変 更 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 １７，５５４，４８１ ６５，９３４ １７，６２０，４１５

１ 総 務 管 理 費 １３，５６９，２６９ ４６，４４７ １３，６１５，７１６

４ 選 挙 費 ４１０，５５７ １９，４８７ ４３０，０４４

３ 民 生 費 ４８，５５０，８３７ １７，１５２
△ ７２３，２９５ ４７，８４４，６９４

３ 障 害 福 祉 費 ５，７８５，９３５ １７，１５２ ５，８０３，０８７

５ 老 人 福 祉 費 １１，４２６，５４１ △ ７２３，２９５ １０，７０３，２４６

６ 農 林 水 産 業 費 ３，０７５，５８０ ９０，０００ ３，１６５，５８０

３ 水 産 業 費 ４２２，２６４ ９０，０００ ５１２，２６４

歳 出 合 計 １９６，０３６，２８８ １７３，０８６
△ ７２３，２９５ １９５，４８６，０７９

事 項 期 間 限 度 額

新潟太陽福祉会知的障害者更正施設建設資金償還金
平成１７年度から
平成３６年度まで

５３，９４０

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の
方 法 利 率 償還の方法 限度額 起債の

方 法 利 率 償還の方法

漁 港 整 備 事 業 費 ４５，０００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。

６５，２００

普通
貸借
又は
債券
発行

年５．０％
以内

（ただし，利
率見直し方
式で借入れ
る場合で，
政府資金及
び公営企業
金融公庫資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は，当該見
直し後の利
率）

借入れの年から据
置期間を含み３０年
以内に元利均等又
は元金均等若しく
は不均等の方法に
より，毎年度１期
又は２期に償還す
る。ただし，財政
の都合により据置
期間中であっても
繰上償還し，償還
年限を短縮し，又
は低利債に借り換
えることができ
る。
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新潟市告示第３１３号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等放置防止条例第９条第２項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので

同条例第１１条第１項の規定により告示する。

平成１６年１０月８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 新潟駅万代口周辺

２ 撤 去 台 数 自転車 １４６台

３ 撤 去 年 月 日 平成１６年９月１日から

平成１６年９月３０日まで

４ 保管返還場所 自転車等保管所

（新潟市花園２丁目５４番地先）

５ 保 管 期 間 平成１６年１０月９日から

平成１７年４月８日まで

６ 返還日及び時間 月曜日から金曜日（ただし、国民

の祝日に関する法律に規定する休

日及び１２月２９日から翌年の１月３

日までの日は除く。）

午前９時から午後５時まで。

７ 返還に必要なもの

! 運転免許証，健康保険証，その他身分を証明でき

るもの。

" 自転車等の鍵又は保証書，その他返還を受けよう

とする自転車等の利用者等であることを証明できる

もの。

# 印鑑。

$ 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取がないものは，新潟市自

転車等放置防止条例第１１条第２項の規定に基づき，本市

において処分する。

平成１６年度新潟市老人保健事業会計補正予算（第２号）

平成１６年度新潟市の老人保健事業会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，７３５千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９，

３５４，０１３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳

入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位 千円）

歳 出 （単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 国 庫 支 出 金 ９，６７７，４５０ ５８２，４５２ １０，２５９，９０２

１ 国 庫 負 担 金 ９，６７０，７７８ ５８２，４５２ １０，２５３，２３０

３ 県 支 出 金 ２，４１７，６９５ １４４，５７８ ２，５６２，２７３

１ 県 負 担 金 ２，４１７，６９５ １４４，５７８ ２，５６２，２７３

４ 繰 入 金 ２，３４３，００６ △ ７２３，２９５ １，６１９，７１１

１ 一 般 会 計 繰 入 金 ２，３４３，００６ △ ７２３，２９５ １，６１９，７１１

歳 入 合 計 ３９，３５０，２７８ ７２７，０３０
△ ７２３，２９５ ３９，３５４，０１３

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 諸 支 出 金 ９，４８１ ３，７３５ １３，２１６

１ 償 還 金 ９，４８１ ３，７３５ １３，２１６

歳 出 合 計 ３９，３５０，２７８ ３，７３５ ３９，３５４，０１３
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事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

新潟医療
生活協同組合

新潟医療生活協同組合
訪問介護
センターすみれ

新潟市東中野山６
丁目１７番５号 居宅介護平成１６年７月１日

信越ユニオン
株式会社

信越ユニオン
株式会社
ハンド・ハンド

新潟市文京町６番
２７号田崎ビル 居宅介護平成１６年７月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
ときめきケアセンター 新潟市山田３１０４ 居宅介護平成１６年８月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
沼垂ケアセンター

新潟市中山６丁目
４番１２号バレス２１
１階

居宅介護平成１６年９月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

特定非営利
活動法人
自立生活
センター新潟

特定非営利活動法人
自立生活センター
新潟

新潟市寺尾台１丁
目３番２２号 居宅介護平成１６年４月１日

信越ユニオン
株式会社

信越ユニオン
株式会社
ハンド・ハンド

新潟市文京町６番
２７号田崎ビル 居宅介護平成１６年７月１日

社会福祉法人
新潟太陽福祉会

新潟東自閉症・知
的障害支援セン
ターおれんじぽー
と：太陽の家

新潟市太夫浜字上
浜山１５２２番地６

児童短期
入所

平成１６年
７月１６日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
ときめきケアセンター 新潟市山田３１０４ 居宅介護平成１６年８月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
沼垂ケアセンター

新潟市中山６丁目
４番１２号パレス２１
１階

居宅介護平成１６年９月１日

事業者
の名称 事業所の名称 事業所の所在地 居宅支援

の種類
指 定
年月日

特定非営利
活動法人
自立生活
センター新潟

特定非営利活動法人
自立生活センター
新潟

新潟市寺尾台１丁
目３番２２号 居宅介護平成１６年４月１日

社会福祉法人
更生慈仁会 テイクオフ 新潟市上新栄町５

丁目１１番３２号

知的障害者
地域生活
援助

平成１６年
４月１日

信越ユニオン
株式会社

信越ユニオン
株式会社
ハンド・ハンド

新潟市文京町６番
２７号田崎ビル 居宅介護平成１６年７月１日

社会福祉法人
新潟太陽福祉会

新潟東自閉症・知
的障害支援センター
おれんじぽーと

新潟市太夫浜字下
浜山６７５番地

知的障害者
デイ
サービス

平成１６年
７月１６日

社会福祉法人
新潟太陽福祉会

新潟東自閉症・知
的障害支援セン
ターおれんじぽー
と：太陽の家

新潟市太夫浜字上
浜山１５２２番地

知的障害者
短期入所

平成１６年
７月１６日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
ときめきケアセンター 新潟市山田３１０４ 居宅介護平成１６年８月１日

株式会社
コムスン

株式会社コムスン
沼垂ケアセンター

新潟市中山６丁目
４番１２号パレス２１
１階

居宅介護平成１６年９月１日

名 称 開 設 者 所 在 地 辞退年月日

ふるまち
調剤薬局

八 木 隆 新潟市東堀通１１
番町１７５１番地

平成１６年
９月１９日

山東医院 惠 京 仔 新潟市関屋田町
１丁目７番２号

平成１６年
９月３０日

山東第二
医院

惠 京 仔 新潟市紫竹山１
丁目３番２５号

平成１６年
９月３０日

新潟市告示第３１４号

指定居宅支援事業者の指定について

身体障害者福祉法第１７条の４第１項（昭和２４年法律第

２８３号）の規定により指定居宅事業者を指定したので，同

法第１７条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１６年１０月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３１５号

指定居宅支援事業者の指定について

児童福祉法第２１条の１０第１項（昭和２２年法律第１６４号）

の規定により指定居宅事業者を指定したので，同法第２１

条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１６年１０月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３１６号

指定居宅支援事業者の指定について

知的障害者福祉法第１５条の５第１項（昭和３５年法律第

３７号）の規定により指定居宅事業者を指定したので，同

法第１５条の２３の規定により下記のとおり告示する。

平成１６年１０月１２日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３１７号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３１８号

結核予防法による医療機関の辞退について

結核予防法第３６条第４項の規定に基づき，下記の医療

機関は，その指定を辞退したので結核予防法施行令第２

条の６により告示する。

平成１６年１０月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第３１９号
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名 称 開 設 者 所 在 地 指定年月日

たけうち小児
クリニック

竹 内 菊 博 新潟市鐙２丁目
１４番３２号

平成１６年
９月１７日

ふるまち
調剤薬局

八 木 隆 新潟市古町通１０
番町１７１２番地

平成１６年
９月１７日

あぶみ薬局 有限会社ケンユウ 新潟市鐙２丁目
１４番３１号

平成１６年
９月２２日

山東医院 医療法人社団
山東医院

新潟市関屋田町
１丁目７番２号

平成１６年
１０月１日

山東第二
医院

医療法人社団
山東医院

新潟市紫竹山１
丁目３番２５号

平成１６年
１０月１日

住 所 氏 名

１ 新潟市石山５丁目５番２号 馬場レヱ子

２ 新潟市女池１５３番地１ 内 山 貞 夫

３ 新潟市坂井東４丁目３１番１０号 稻 田 啓 治

路線名 区 間
敷 地 の

幅員（m）延長（m）

北 ３ －
１１４号線

新潟市松浜本町三丁目３０８１
番１地先から ４．０

～６．５
２７．５新潟市松浜本町三丁目３０７７

番１地先まで

路線名 区 間
前
後
別

変

更

敷 地 の

幅員（m）延長（m）

西南７－
１ 号 線

新潟市金巻新田字上谷
地６４番１地先から 前 ３．０

～４．５ １２１．２

新潟市金巻新田字上谷
地５２番地先まで 後 ３．０

～１１．０ １２１．２

北 ３ －
１８号 線

新潟市松浜本町三丁目３
０５９番２地先から 前 ２．１

～３．０ ４．３

新潟市松浜本町三丁目３
０５９番２地先まで 後 ２．８

～４．３ ４．３

結核予防法による医療機関の指定について

結核予防法第３６条第１項の規定に基づき，下記のとお

り指定したので結核予防法施行令第２条の６により告示

する。

平成１６年１０月１３日

新 潟 市 長 篠 田 昭

記

新潟市告示第３２０号

住民票の職権消除について

住民基本台帳法第８条および同法施行令第１２条第４項

の規定に基づき告示します。

平成１６年１０月１４日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 職権消除日

平成１６年１０月８日

２ 職権消除対象者の住所・指名

別紙名簿のとおり

職権消除対象者名簿一覧表

新潟市告示第３２１号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３２２号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３２３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３２４号

新潟市農用地利用集積計画について

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８

条第１項の規定により，農用地利用集積計画を定めたの

で，同法第１９条の規定により告示する。

なお，同計画は次の場所に備え置いて縦覧に供する。

平成１６年１０月１５日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 新潟市農用地利用集積計画を備え置く場所

新潟市役所

産業経済局 農林水産部 農業振興課

（新潟市学校町通１番町６０２番地１）

新潟市告示第３２５号

市道区域の決定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように決定する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３２６号

市道区域の変更について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に

基づき，市道区域を次のように変更する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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路 線 名 区 間 供用開始
年 月 日

北 ３ －
１８ 号 線

新潟市松浜本町三丁目３０５９番２地先から
新潟市松浜本町三丁目３０５９番２地先まで

平成１６年
１０月１８日

北 ３ －
１１４号 線

新潟市松浜本町三丁目３０８１番１地先から
新潟市松浜本町三丁目３０７７番１地先まで

名 称 所 在 地 指定年月日

Ａ．Ｌ．Ｌ有限会社
ふれあい心のサービス

新潟市礎町通３ノ町２１３９番
地 陸王レジデンス１階

平成１６年
１０月１日

ラ イ オ ン 歯 科
新潟市松崎４５５ 平成１６年

１０月１日

新潟市告示第３２７号線

市道路線の供用開始について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき，次の市道路線の供用を開始する。

なお，関係図面は告示の日から２週間新潟市都市整備

局土木部土木総務課において，一般の縦覧に供する。

平成１６年１０月１８日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３２８号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３２９号

新潟市ラブホテル建築等規制指導要綱を廃止す

る要綱の制定について

新潟市ラブホテル建築等規制指導要綱を廃止する要綱

を制定したので告示する。

平成１６年１０月１９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市ラブホテル建築等規制指導要綱を廃止す

る要綱

新潟市ラブホテル建築等規制指導要綱（昭和５９年２月

１５日制定）は，廃止する。

附 則

この要綱は，告示の日から施行する。

新潟市告示第３３０号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３３１号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３３２号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３３３号

公 示 送 達 書

「省 略」

新潟市告示第３３４号

放置自転車等の撤去，保管について

新潟市自転車等駐車場条例第１２条第１項の規定によ

り，放置自転車等を下記のとおり撤去し，保管したので，

同条第１２条第２項の規定により告示する。

平成１６年１０月２７日

新 潟 市 長 篠 田 昭

１ 放 置 場 所 白山駅前，小針駅前第２，寺尾駅前

第１，寺尾駅前第２，寺尾駅北口，新

潟大学前駅前第１，新潟大学前駅前

第２，新潟大学前駅前第３自転車駐

車場

２ 撤 去 台 数 自転車 ４４０台

３ 撤 去 年 月 日 平成１６年９月２８日から

平成１６年１０月１３日まで

４ 保管返還場所 西土木事務所

５ 保 管 期 間 平成１６年１０月２８日から

平成１７年４月２７日まで

６ 返還日及び時間 平成１６年１２月１７日から

平成１６年１２月１８日の２日間

午前９時００分から午後５時００分

７ 返還に必要なもの

! 運転免許書，健康保険証その他身分を証明できる

もの

" 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようと

する自転車等の利用者であることを証明できるも

の。

# 印鑑

$ 撤去保管に要する費用

自転車 １，０００円

なお，この告示にかかる自転車等で，上記保管期間経

過後においても利用者等の引取りがないものは，新潟市

自転車等駐車場条例第１２条第３項の規定に基づき，本市

において処分する。

新潟市告示第３３５号

生活保護法による医療機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条（第５５条に

おいて準用する同法第４９条）の規定により，指定医療機

関等を指定し次のとおり告示する。

平成１６年１０月２９日

新 潟 市 長 篠 田 昭
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こどもクリニック
か ん と う

新潟市山田３９２ 平成１６年
１０月２２日

大 橋 み な こ
キッズクリニック

新潟市川岸町２丁目
８番１７

平成１６年
１０月１８日

石 井 歯 科 医 院
新潟市西堀通五番町
８５５ 日東ビル３階

平成１６年
１０月１２日

松 田 内 科 医 院
新潟市白山浦１－２４
８－２０

平成１６年
１０月１日

山 東 第 二 医 院
新潟市紫竹山１丁目
３番２５号

平成１６年
１０月１日

山 東 医 院
新潟市関屋田町１丁
目７番２号

平成１６年
１０月１日

や ま だ 薬 局
新潟市山田３９３ 平成１６年

１０月２２日

名 称 所 在 地 廃止年月日

山 東 第 二 医 院
新潟市紫竹山１丁目
３番２５号

平成１６年
９月３０日

石 井 歯 科 医 院
新潟市西堀前通７番
町９２３西堀ノア２F

平成１６年
１０月８日

倉 島 医 院
新潟市営所通１番町
３０９

平成１６年
９月３０日

松 田 内 科 医 院
新潟市白山浦１丁目
２４８－２０

平成１６年
８月３１日

山 東 医 院
新潟市関屋田町１丁
目７－２

平成１６年
９月３０日

事業所の名称 所 在 地
指定した居宅
サービスの種類

指 定
年月日

グループホーム
大 形

新潟市海老ヶ瀬新
町３－９３

痴呆対応型
共同生活介護

平成１６年
９月１日

あ ぶ み 薬 局 新潟市鐙２丁目１４
番３１号

居宅療養管理
指導

平成１６年
９月１０日

猿 ヶ 馬 場 デ イ
サービスセンター
ふ れ あ い

新潟市猿ヶ馬場２
丁目１２番１７号

通所介護 平成１６年
１０月１日

や ま だ 薬 局 新潟市山田３９３ 居宅療養管理
指導

平成１６年
１０月２１日

新潟市告示第３３６号

生活保護法による医療機関の廃止届について

（告示）

生活保護法施行規則（昭和２５年厚生省令第２１号）第１４

条第１項の規定により，指定医療機関等から廃止した旨

の届出があったことを次のとおり告示する。

平成１６年１０月２９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

新潟市告示第３３７号

生活保護法による介護機関の指定申請について

（告示）

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

の規定により，指定介護機関を指定し，次のとおり告示

する。

平成１６年１０月２９日

新 潟 市 長 篠 田 昭

教育委員会規則

新潟市長から委任を受けた新潟市生涯学習センターの

管理に関する規則をここに公布する。

平成１６年１０月６日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１４号

新潟市長から委任を受けた新潟市生涯学習セン

ターの管理に関する規則

（趣 旨）

第１条 この規則は，新潟市長から委任を受けた新潟市

生涯学習センター（以下「センター」という。）の管理

に関し必要な事項を定めるものとする。

（利用の許可申請）

第２条 新潟市生涯学習センター条例（平成１６年新潟市

条例第３５号。以下「条例」という。）第３条第１項の規

定によりセンターの利用の許可を受けようとするもの

は，別記様式第１号による利用許可申請書を教育委員

会に提出しなければならない。

２ 前項に規定する利用許可申請書の受付期間は，利用

開始日の２月前の日が属する月の初日から利用開始日

の３日前までとする。ただし，教育委員会が特別の理

由があると認める場合は，この限りでない。

（利用の変更許可申請等）

第３条 条例第３条第２項の規定によりセンターの利用

の変更の許可を受けようとするもの又は条例第５条の

規定によりセンターの利用の取止めの申出をしようと

するものは，別記様式第２号による利用変更許可申請

書兼利用取止申出書を教育委員会に提出しなければな

らない。

（許可書の交付）

第４条 教育委員会は，センターの利用を許可する場合

は，別記様式第３号による利用許可書を交付する。

２ 教育委員会は，センターの利用の変更を許可する場

合は，別記様式第４号による利用変更許可書を交付す

る。

（許可書の提示）
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第５条 センターの利用の許可（変更の許可を含む。）を

受けたもの（以下「利用者」という。）は，センターを

利用しようとする場合は，その利用許可書（変更の許

可を受けたものにあっては利用変更許可書）をセン

ターの職員に提示しなければならない。

（休館日）

第６条 センターの休館日は，次に掲げるとおりとす

る。ただし，教育委員会が特に必要があると認める場

合は，臨時にこれを変更することができる。

! 毎月の第４月曜日（その日が国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当た

る場合は，その翌日）

" １２月２９日から翌年１月３日まで

（開館時間）

第７条 センターの開館時間は，次に掲げるとおりとす

る。ただし，教育委員会が特に必要があると認める場

合は，臨時にこれを変更することができる。

! 月曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時３０

分まで

" 日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日） 午前９時から

午後５時まで

（届 出）

第８条 利用者は，次の各号のいずれかに該当する場合

は，直ちに教育委員会にその旨を届け出なければなら

ない。

! センターの利用を終了した場合

" センターの施設又は設備を損傷した場合

# センターにおいて災害その他事故が発生した場合

（原状回復）

第９条 利用者は，次の各号のいずれかに該当する場合

は，直ちに原状に回復しなければならない。

! センターの利用を終了した場合

" センターの利用の許可を取り消された場合

# センターからの退去又は行為の中止を命ぜられた

場合

（その他）

第１０条 この規則に定めるもののほか，センターの管理

に関し必要な事項は，教育長が別に定める。

附 則

この規則は，条例の施行の日から施行する。

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
申
請
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
教
育
委
員
会

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
利
用
し
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
。

な
お
，
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
そ
の

他
の
指
示
に
従
い
ま
す
。

利
用
目
的

利
用
人
数

人

利
用
日
時

時
分
準
備
か
ら

年
月

日
時

分
後
片
付
け
ま
で

利
用
施
設

利
用
設
備

注
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
で

し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

納
付
額
：

円

別
記
様
式
第
１
号
（
第
２
条
関
係
）
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新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
許
可
書

第
号

年
月

日

様

新
潟
市
教
育
委
員
会

下
記
の
と
お
り
利
用
を
許
可
し
ま
す
。

利
用
目
的

利
用
人
数

人

利
用
日
時

時
分
準
備
か
ら

年
月

日
時

分
後
片
付
け
ま
で

利
用
施
設

利
用
設
備

許
可
の
条
件

注
意
事
項
１
利
用
当
日
こ
の
許
可
書
を
職
員
に
提
示
し
て
，
必
要
な
連
絡
確
認
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

２
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規

則
並
び
に
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
変
更
許
可
申
請
書

取
止
申
出
書

年
月

日
（
あ
て
先
）
新
潟
市
教
育
委
員
会

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

取
り
止
め
た
い
の
で
申
し
出
ま
す
。

許
可
年
月
日

・
番
号

年
月

日
・
許
可
番
号
第

号
の
変
更
・
取
止
め

変
更
・
取
止
め

の
理
由 項
目

変
更
前

変
更
後

利
用
年
月
日

年
月

日
年

月
日

利
用
時
間

時
分
～

時
分

時
分
～

時
分

利
用
施
設

利
用
設
備

注
１
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

２
変
更
・
取
止
め
の
い
ず
れ
か
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

処 理 欄

起
案
：

年
月

日

決 裁

決
裁
：

年
月

日

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

別
記
様
式
第
３
号
（
第
４
条
関
係
）
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新潟市公民館使用規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成１６年１０月６日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１５号

新潟市公民館使用規則の一部を改正する規則

新潟市公民館使用規則（昭和３５年新潟市教育委員会規

則第１０号）の一部を次のように改正する。

第３条を次のように改める。

（使用の許可）

第３条 公民館の施設及び設備を使用しようとするもの

は，中央公民館にあっては，別記様式第１号による新

潟市中央公民館利用許可申請書，それ以外の公民館に

あっては，別記様式第２号による新潟市公民館利用許

可申請書を使用しようとする日の３日前までに，教育

委員会に提出し，その許可を受けなければならない。

ただし，緊急なものにあっては，教育委員会の許可を

得て，直ちに使用することができる。

２ 公民館の施設及び設備の使用の許可を受けたもの

が，その許可を受けた事項を変更しようとする場合

は，前項の申請書に変更部分を記載し，教育委員会に

提出し，変更の許可を受けなければならない。

３ 第１項の申請については，使用期日の２月前の日が

属する月の初日から受理する。ただし，教育委員会が

必要と認めたときは，この限りでない。

第５条を次のように改める。

（使用時間）

第５条 公民館（中央公民館を除く。）の使用時間は，次

の各号に掲げるとおりとする。ただし，教育委員会が

必要と認めたときは，これを変更することができる。

! 月曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時３０

分まで

" 日曜日 午前９時から午後５時まで

２ 中央公民館の使用時間は，次の各号に掲げるとおり

とする。

! 月曜日から土曜日まで 午前９時から午後９時３０

分まで

" 日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日） 午前９時から

午後５時まで

第８条第１項中「公民館（」の次に「中央公民館及び」

を加え，同条第２項を第３項とし，第１項の次に次の１

項を加える。

２ 中央公民館の休館日は，次の各号に掲げるとおりと

する。

新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
利
用
変
更
許
可
書

第
号

年
月

日

様

新
潟
市
教
育
委
員
会

下
記
の
と
お
り
変
更
を
許
可
し
ま
す
。

許
可
年
月
日

・
番
号

年
月

日
・
許
可
番
号
第

号
の
変
更

変
更
の
理
由

項
目

変
更
前

変
更
後

利
用
年
月
日

年
月

日
年

月
日

利
用
時
間

時
分
～

時
分

時
分
～

時
分

利
用
施
設

利
用
設
備

許
可
の
条
件

注
意
事
項
１
利
用
当
日
こ
の
許
可
書
を
職
員
に
提
示
し
て
，
必
要
な
連
絡
確
認
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

２
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規

則
並
び
に
職
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。

別
記
様
式
第
４
号
（
第
４
条
関
係
）
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! 毎月の第４月曜日（その日が国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当た

る場合は，その翌日）

" １２月２９日から翌年１月３日まで

# その他教育委員会が管理上必要と認めた日

附則の次に次の２様式を加える。

新
潟
市
中
央
公
民
館
利
用
許
可
申
請
書

年
月

日

（
あ
て
先
）
新
潟
市
教
育
委
員
会

住
所
（
団
体
に
あ
っ
て
は
所
在
地
）

申
請
者
氏
名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

電
話
番
号

下
記
の
と
お
り
利
用
し
た
い
の
で
申
し
込
み
ま
す
。

な
お
，
利
用
に
際
し
て
は
新
潟
市
公
民
館
条
例
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
規
則
そ
の
他
の
指
示
に

従
い
ま
す
。

利
用
目
的

利
用
人
数

人

利
用
日
時

時
分
準
備
か
ら

年
月

日
時

分
後
片
付
け
ま
で

利
用
施
設

利
用
設
備

注
太
線
の
枠
内
だ
け
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

上
記
の
と
お
り
許
可
し
て
よ
ろ
し
い
で

し
ょ
う
か
。

処 理

起
案
：

年
月

日

決
裁
：

年
月

日

決 裁

許
可
：

年
月

日

許
可
番
号
：

第
号

別
記
様
式
第
１
号
（
第
３
条
関
係
）
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（
表
）

新
潟
市
公
民
館
利
用
許
可
申
請
書

新
潟
市
教
育
委
員
会
様

年
月

日
（

）

団
体
名

定
期
登
録
有
・
無

申 請 者

氏
名

電 話
住
所

使 用 施 設

名
称

使
用
人
数

人

室
名

使
用
日
時

年
月

日
（

曜
日
）

午
前
・
午
後

時
分
か
ら

午
前
・
午
後

時
分
ま
で

使
用
の
目
的

使
用
備
品
名

（
該
当
を
○
で
囲
む
）
V
T
R
・
ス
ラ
イ
ド
・
O
H
P
・
映
写
機

備
考

※
不
特
定
多
数
の
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
，
講
演
会
や
講
習
会
等
を
開
催
す
る
場
合
は
，
下
欄

に
も
ご
記
入
願
い
ま
す
。
"
に
!
（
チ
ェ
ッ
ク
）
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

催
し
の
名
称

催
し
の
内
容

（
簡
潔
に
）

開
催
時
間

午
前
・
午
後

時
分
か
ら

午
前
・
午
後

時
分
ま
で

参
加
費

"
必
要
（

円
）

"
不
要

講
師
名

肩
書

氏
名

申
し
込
み

"
必
要
→
申
し
込
み
方
法
→
①
電
話
（
申
し
込
み
先

）
②
そ
の
他
（

）
"
不
要

（
注
）①
申
込
受
付
は
，
使
用
希
望
月
の
２
月
前
の
１
日
か
ら
使
用
日
の
３
日
前
ま
で
で
す
。

②
使
用
を
取
り
消
す
場
合
は
，
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

③
年
度
内
の
最
初
に
利
用
す
る
と
き
，裏
面
の
＜
団
体
に
つ
い
て
＞
の
欄
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

伺 い

起
案

年
月

日
決
裁

年
月

日
使
用
設
備

整
理
№

館
長

補
佐

係
長

係
受
付

（
裏
）

団
体
に
つ
い
て

太
枠
の
中
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

団
体

名

代 表 者

氏
名

電 話 番 号
住

所

活
動
内
容

（
出
来
る
だ
け

詳
し
く
）

会
員

数
人

団
体
の
運
営
費

一
年
間
の
運
営
費

円
１
人
あ
た
り
の
年
会
費

円

主
な
使
途

講
師

氏
名

住
所

電
話
番
号

規
約
・
会
則
等

有
無
（
該
当
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

規
約
・
会
則
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。）

※
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

団
体
区
分

"
青
少
年

"
婦
人

"
成
人

"
高
齢
者

"
そ
の
他

受
付
日

年
月

日

整
理
№

別
記
様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）
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生涯学習センター図書館 新潟市礎町通３ノ町２０８６番地

「
普通科 新潟市

中蒲原郡―横越村 亀田町
西蒲原郡―味方村
新潟県立高等学校の通学区域に関する規則（平成１１年新
潟県教育委員会規則第１４号）第１表第三学区に隣接する
第一，第二学区，第四学区及び第八学区にある市町村

」

「
普通科 新潟市

中蒲原郡―横越町 亀田町
西蒲原郡―味方村
新潟県立高等学校の通学区域に関する規則（平成１１年新
潟県教育委員会規則第１４号）第１表第三学区に隣接する
第一，第二学区，第四学区及び第八学区にある市町村
ただし，特別推薦選抜においては新潟県一円

」

附 則

この規則は，新潟市生涯学習センター条例（平成１６年

新潟市条例第３５号）の施行の日から施行する。

新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

平成１６年１０月６日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１６号

新潟市立図書館条例施行規則の一部を改正する

規則

新潟市立図書館条例施行規則（昭和３９年新潟市教育委

員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

第３条の見出し中「図書」を「図書館資料」に改め，

同条中「図書」を「図書館資料（図書館法（昭和２５年法

律第１１８号）第３条第１号に規定する図書館資料をいう。

以下同じ。）」に改める。

第４条（見出しを含む。）中「図書」を「図書館資料」

に改め，同条第１項に次のただし書を加える。

ただし，図書館資料のうち視聴覚資料は団体貸出をし

ない。

第５条の見出し中「図書」を「図書館資料」に改める。

第９条の見出し中「貸出図書」を「貸出図書館資料」

に改め，同条に次の１項を加える。

２ 同時に貸出しできる視聴覚資料は２点以内とする。

ただし，館長が特に必要があると認める場合は，この

限りでない。

第１０条に次の１項を加える。

２ 視聴覚資料の貸出の期間は１週間以内とする。ただ

し，館長が特に必要があると認める場合は，この限り

でない。

第１１条の見出し中「図書」を「図書館資料」に改め，

同条中「指定する図書」を「指定する図書館資料」に改

める。

第１２条中「貸出図書」を「貸出図書館資料」に改める。

第１３条中「図書」を「図書館資料」に改める。

第１７条の見出し中「図書」を「図書館資料」に改め，

同条第１項中「図書館に図書」を「図書館に図書館資料」

に改め，同条第２項中「図書」を「図書館資料」に改め

る。

第１８条（見出しを含む。）中「寄託図書」を「寄託図書

館資料」に改める。

別表第１に次のように加える。

別記様式第３号中「（表）」を削り，同様式（裏）を削

る。

附 則

この規則は，新潟市生涯学習センター条例（平成１６年

新潟市条例第３５号）の施行の日から施行する。

新潟市立高志高等学校学則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

平成１６年１０月２０日

新潟市教育委員会

委 員 長 小 池 泰 子

新潟市教育委員会規則第１７号

新潟市立高志高等学校学則の一部を改正する

規則

新潟市立高志高等学校学則（昭和５４年教育委員会規則

第１７号）の一部を次のように改正する。

第４条の表中

を

に改める。

附 則

この規則は，平成１６年１１月１日から施行する。

選挙管理委員会告示

新潟市選挙管理委員会告示第５８号

検察審査員候補者の予定者選定のくじについて

検察審査員候補者の予定者を選定するくじを次により

行う。

平成１６年１０月５日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 日 時 平成１６年１０月８日（金）午後５時３０分

２ 場 所 新潟市選挙管理委員会室
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３ くじの方法 検察審査員候補者選定規程（平成元年

新潟市選挙管理委員会訓令第３号）に

定めるところによる。

根拠法令 検察審査会法（昭和２３年法律第１４７号）第

１０条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第５９号

選挙人名簿の縦覧について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙において，選挙人名簿に登録する者の氏名，住

所及び生年月日を記載した書面を，次のとおり縦覧に供

する。

平成１６年１０月５日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 縦覧期間 平成１６年１０月８日（金）

２ 縦覧場所 新潟市選挙管理委員会事務局

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条

第１項

新潟市選挙管理委員会告示第６０号

ポスター掲示場の設置場所について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における，ポスター掲示場の設置場所を次のと

おり定める。

平成１６年１０月７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

ポスター掲示場の設置場所

別紙のとおり （別紙省略）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４４条

の２第１項

新潟市選挙管理委員会告示第６１号

不在者投票事務を取り扱う場所について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における不在者投票事務を取り扱う場所を次の

とおり定める。

平成１６年１０月７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

不在者投票事務を取り扱う場所

新潟市役所第１分館

新潟市黒埼支所

新潟市東地区事務所

新潟市中地区事務所

新潟市西地区事務所

新潟市北地区事務所

新潟市南地区事務所

新潟市坂井輪地区事務所

新潟市石山地区事務所

新潟市選挙管理委員会告示第６２号

選挙人名簿からの抹消について

新潟市の区域内に住所を有しなくなった日後４か月を

経過した者を選挙人名簿から抹消した。

平成１６年１０月７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 抹消した者の数 ３０４人

（男 １６１人 女 １４３人）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条

新潟市選挙管理委員会告示第６３号

直接請求を行う場合に必要な選挙権を有する者

の数

地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町

村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第４条の

２第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙権を

有する者の総数の５０分の１の数，同法第４条第１１項及び

第４条の２第１５項の規定による請求を行う場合に必要な

選挙権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治

法第７６条第１項，第８０条第１項，第８１条第１項及び第８６条

第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第８条第１項の規定による請求を行う場合に必要な選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が４０万を

超える場合にあっては，その超える数に６分の１を乗じ

て得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数）は次のとおりである。

平成１６年１０月７日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ８，４３３

２ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数 ７０，２６８

３ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数

（その総数が４０万を超える場合にあっては，

その超える数に６分の１を乗じて得た数と

４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算し

て得た数） １３６，９３５

（有権者総数 ４２１，６０６）

新潟市選挙管理委員会告示第６４号

期日前投票所の設置について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における期日前投票所をそれぞれ次の場所に設

ける。
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投票区 投 票 所 名 所 在 地

１ 新 潟 小 学 校 東大畑通１－６７９

２ 有 明 台 小 学 校 有明台４－１

３ 浜 浦 小 学 校 浜浦町１－１

４ 関 屋 小 学 校 関屋下川原町２－６６４

５ 鏡 淵 小 学 校 白山浦１－２０７－３

６ 寄 居 中 学 校 営所通２－５９２－１２

７ 五 十 嵐 中 学 校 上新栄町５－３－１

８ 二 葉 中 学 校 二葉町２－５９３２

９ 中 央 公 民 館 西堀通６－８７３－１

１０ 関 屋 地 区 公 民 館 関屋昭和町３－１４８－１

１１ 白 山 小 学 校 川端町１－１

１２ 礎 保 育 園 礎町通６－２２４６

１３ 豊 照 小 学 校 見方町２５１８

投票区 投 票 所 名 所 在 地

１４ 湊 小 学 校 古町通１３－２９００

１５ 栄 小 学 校 栄町３－５９３０－２

１６ 入 舟 小 学 校 稲荷町３５１１

１７ 北部総合コミュニティセンタ－ 附船町１－４３８５

１８ 宮 浦 中 学 校 万代５－６－１

１９ 万 代 長 嶺 小 学 校 東万代町９－２

２０ 南 中 野 山 小 学 校 中野山８６３－１

２１ 長 嶺 保 育 園 明石２－１－５１

２２ 沼 垂 小 学 校 鏡が岡５－５

２３ 大 山 保 育 園 大山２－１３－１

２４ 山 の 下 小 学 校 山の下町８－５５

２５ 山 の 下 中 学 校 秋葉通２－３７２２－１

２６ 石 山 中 学 校 東明６－２

２７ 木 戸 小 学 校 中山４－１－１

２８ 愛 泉 幼 稚 園 上所中２－１１－１０

２９ 笹 口 小 学 校 笹口２－４７

３０ 上 山 小 学 校 女池２８１－１

３１ 大 形 小 学 校 大形本町２－６－１

３２ 松 崎 自 治 会 館 松崎１３４５

３３ 松 浜 小 学 校 松浜３－１９－１

３４ 下 山 小 学 校 太平２－１８

３５ 南 浜 小 学 校 島見町２０７８

３６ 太夫浜集落開発センタ－ 太夫浜１９６４－１

３７ 太 郎 代 自 治 会 館 太郎代１２０

３８ 濁 川 小 学 校 濁川２８４

３９ 三軒屋福祉事業会館 三軒屋町１９－１６

４０ 新 通 小 学 校 坂井東６－１８－１

４１ 小 針 小 学 校 小針２－３６－１

４２ 大江山農村環境改善センタ－ 細山４０１

４３ 丸 山 小 学 校 丸山３００

４４ 大 淵 小 学 校 大淵１８１５－子

４５ 曽 野 木 連 絡 所 天野２－７－２

４６ 丸 潟 公 民 館 丸潟新田３８５－２

４７ 両 川 連 絡 所 酒屋町８２１－８

４８ 割 野 小 学 校 割野２８６６

４９ 和 田 公 民 館 和田１４８２

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 期日前投票所を設ける場所

新潟市役所第１分館

新潟市黒埼支所

新潟市東地区事務所

新潟市中地区事務所

新潟市西地区事務所

新潟市北地区事務所

新潟市南地区事務所

新潟市坂井輪地区事務所

新潟市石山地区事務所

２ 期日前投票所を設ける期間

平成１６年１０月９日から平成１６年１０月１６日まで

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条

の２第３項において準用する同法第３９条

新潟市選挙管理委員会告示第６５号

投票所の設置について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における各投票区の投票所をそれぞれ次の場所

に設ける。

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

各投票区の投票所を設ける場所 別紙のとおり

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３９条

（別紙） 投票所名及び所在地一覧表
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投票区 投 票 所 名 所 在 地

５０ 内 野 小 学 校 内野山手２－１８－３６

５１ 西コミュニティセンタ－ 内野上新町１１８１０

５２ 五 十 嵐 小 学 校 寺尾西４－２３－１

５３ 坂 井 輪 中 学 校 寺尾上３－１－３６

５４ 赤 塚 小 学 校 赤塚４４７８

５５ 木 山 小 学 校 谷内１８８６

５６ 中権寺第二公民館 中権寺２５９１

５７ 中 野 小 屋 連 絡 所 中野小屋５９０－４

５８ 保 古 野 木 保 育 園 保古野木９００

５９ 笠 木 小 学 校 笠木１６９５

６０ 藤 見 中 学 校 小金町３－５－１

６１ 臨 空 船 江 会 館 船江町２－１１－３

６２ 坂井輪コミュニティセンタ－ 小針西１－１２－１２

６３ 東 山 の 下 小 学 校 藤見町１－２３－５７

６４ 南 万 代 小 学 校 幸西４－１－１

６５ 中 野 山 小 学 校 中野山１－１－１

６６ 東 新 潟 中 学 校 山木戸１－２－１

６７ 女 池 小 学 校 女池６－４－１

６８ 鳥 屋 野 小 学 校 鳥屋野３－２－１

６９ 上 所 小 学 校 近江３－２－１

７０ 山 潟 小 学 校 弁天橋通３－３－１

７１ 紫 竹 集 会 所 紫竹６－２４－３３

７２ 牡 丹 山 小 学 校 牡丹山６－１５－１

７３ 坂 井 輪 小 学 校 坂井東１－２－１

７４ 青 山 小 学 校 西有明町４－１

７５ 真 砂 小 学 校 真砂３－２４－１

７６ 曽 野 木 保 育 園 曽野木１－４－７

７７ 内 野 中 学 校 内野西１－１０－１

７８ 石 山 保 育 園 石山団地１８－１

７９ 津 島 屋 会 館 津島屋３－７３－２

８０ 小 針 中 学 校 小針１－３７－１

８１ 芳 原 保 育 園 沼垂東５－６－８

８２ 県立新潟テクノスク－ル 鐙西１－１１－２

８３ 恵光学園第一幼稚園 天神尾１－４－１

８４ 東 青 山 小 学 校 青山２６１－１

８５ 桜 が 丘 小 学 校 姥ケ山６－１－２１

投票区 投 票 所 名 所 在 地

８６ 東 中 野 山 小 学 校 猿ケ馬場９

８７ 木 戸 中 学 校 上木戸５－１－１

８８ 坂 井 東 小 学 校 坂井東５－１７－１

８９ 青山コミュニティハウス 青山６－１６－２０

９０ 紫 竹 山 小 学 校 紫竹山１－１２－１

９１ 西 地 区 公 民 館 内野町６０３

９２ 中地区コミュニティセンタ－ 松和町１５－８

９３ 新潟国際情報大学 みずき野３－１－１

９４ 上 五 十 嵐 保 育 園 五十嵐２の町８４０４

９５ 小 新 中 学 校 小新西３－１８－１

Ａ０ 黒 鳥 公 民 館 黒鳥９８４

Ａ１ 黒埼農村環境改善センター 金巻７４６－３

Ａ２ 興 野 保 育 園 金巻８５８－１

Ａ３ 大 野 小 学 校 大野町３１４０乙

Ａ４ 善 久 保 育 園 善久９０８

Ａ５ 立 仏 保 育 園 立仏１０９４

Ａ６ 山 田 小 学 校 山田２７８１－２

Ａ７ 黒 埼 北 部 公 民 館 ときめき西４－１－１

Ａ８ 板 井 保 育 園 板井２６２６－１

Ａ９ 黒 埼 南 小 学 校 木場９１１－１

新潟市選挙管理委員会告示第６６号

投票の順序について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県知事選挙及び新潟県議

会議員新潟市選挙区補欠選挙の各投票所における投票の

順序を次のとおり定める。

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 新潟県知事選挙

２ 新潟県議会議員新潟市選挙区補欠選挙

新潟市選挙管理委員会告示第６７号

氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う場所及

び日時について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における，投票記載所並びに期日前投票記載所

及び不在者投票記載所における氏名等の掲示の順序を定

めるくじを行う場所及び日時を次のとおり定める。

平成１６年１０月８日
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東京事務所準備室 室長

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 場 所 新潟市選挙管理委員会室

２ 日 時 平成１６年１０月８日 午後５時３０分

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条

第３項

新潟市選挙管理委員会告示第６８号

投票管理者及びその職務代理者の選任について

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における各投票区の投票管理者及びその職務代

理者について，次の者を選任する。

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名

別紙のとおり （別紙省略）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条

第２項及び同法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第６９号

期日前投票管理者及びその職務代理者の選任に

ついて

平成１６年１０月１７日執行の新潟県議会議員新潟市選挙区

補欠選挙における各期日前投票所の期日前投票管理者及

びその職務代理者について，次の者を選任する。

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

期日前投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名

別紙のとおり （別紙省略）

根拠法令 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条

の２第２項の規定により読み替えて適用さ

れる同法第３７条第２項及び同法施行令（昭

和２５年政令第８９号）第２４条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第７０号

期日前投票管理者の変更について

平成１６年１０月１７日執行新潟県知事選挙及び新潟県議会

議員新潟市選挙区補欠選挙について期日前投票管理者を

次のとおり変更選任する。

平成１６年１０月８日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者 住所及び氏名 （省 略）

新潟市選挙管理委員会告示第７１号

新潟海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧

について

平成１６年９月１日現在で調整した新潟海区漁業調整委

員会委員選挙人名簿について，次のとおり縦覧に供す

る。

平成１６年１０月１５日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

１ 縦覧期間 平成１６年１０月２０日から

平成１６年１１月３日まで

２ 縦覧場所 新潟市役所本館１階警備室

根拠法令 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９４条にお

いて準用する公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第２３条第１項

新潟市選挙管理委員会告示第７２号

投票管理者等の変更について

平成１６年１０月１７日執行新潟県知事選挙及び新潟県議会

議員新潟市選挙区補欠選挙について投票管理者等を次の

とおり変更選任する。

平成１６年１０月１４日

新潟市選挙管理委員会

委 員 長 石 田 瑞 穂

投票管理者 住所及び氏名 （省 略）

職務代理者 住所及び氏名 （省 略）

公平委員会規則

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成１６年１０月２８日

新潟市公平委員会

委 員 長 伴 昭 彦

新潟市公平委員会規則第６号

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則の

一部を改正する規則

新潟市職員の管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１

年新潟市公平委員会規則第１号）の一部を次のように改

正する。

別表本庁以外の機関の項に次のように加える。

附 則

この規則は，公布の日から施行する。
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農業委員会公示

新潟市農業委員会公示第１４号

１０月定例農地部会の招集について

新潟市農業委員会１０月定例農地部会を下記のとおり招

集する。

平成１６年１０月２２日

新潟市農業委員会

農地部会長 近 藤 武 正

記

１ 日 時 平成１６年１０月２９日（金）午後２時

２ 場 所 新潟市役所 第２分館４階

２－４０１会議室

３ 会議に付すべき案件

議案第６０号 新潟市農用地利用集積計画の決定につい

て

議案第６１号 農地法第３条許可申請に関する処分決定

について

議案第６２号 農地法第４条許可申請に関する意見決定

について

議案第６３号 農地法第５条許可申請に関する意見決定

について

議案第６４号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願

の処分決定について

議案第６５号 買受適格証明願に関する処分決定につい

て

新潟市農業委員会公示第１５号

新潟市個人情報保護条例第８条第５号の規定に

よる個人情報の外部提供について

新潟市個人情報保護条例第８条第１項第５号の規定に

より外部提供した個人情報は，次のとおりである。

平成１６年１０月２９日

新潟市農業委員会

会 長 小 泉 栄重郎

１ 利用等の区分

外部提供

２ 目的外利用又は外部提供の理由等

新潟市総務局総務部総務課統計調査係

２００５年農林業センサス調査に伴う統計調査員の依

頼のための電話連絡及び書類の郵送等

３ 目的外利用又は外部提供した個人情報の項目

新潟市農業委員会農政協力員名簿

４ 担当課

新潟市農業委員会事務局 農政係

水道局告示

新潟市水道局告示第１６号

新潟市指定給水装置工事事業者の指定について

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３第１項の規

定により，下記のとおり新潟市指定給水装置工事事業者

に指定したので同条第２項の規定により告示します。

平成１６年１０月１５日

新潟市水道事業管理者

局 長 長谷川 守

記

１ 指定番号及び指定工事事業者名

第３５７号 テイエム興産有限会社

２ 指定年月日 平成１６年１０月７日
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